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資料１－１ 「経済財政運営と改革の基本方針 2015(仮称)」骨子案 

      （H27.6.10 第９回経済財政諮問会議提出資料） 

 

資料１－２ 論点整理 地方行財政改革のポイント 

      （H27.6.1 第８回経済財政諮問会議有識者議員提出資料） 

 

資料１－３ 地域経済再生と財政健全化の両立に向けて 

      （H27.6.1 第８回経済財政諮問会議高市議員提出資料） 
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「経済財政運営と改革の基本方針 2015（仮称）」骨子案 

第１章 現下の日本経済の課題と基本的方向性 

１．日本経済の現状と課題 

［１］経済財政の現状 

「三本の矢」の一体的な推進等により、我が国経済はマクロ、ミクロ両面でおよそ四半世

紀ぶりの良好な状況を達成しつつあり、「デフレ脱却・経済再生」と「財政健全化」は双方

ともに大きく前進。 

［２］今後の課題 

・デフレから脱却し、中長期的に持続する経済成長を実現するためには、①経済の好循

環の拡大、②潜在的な成長力強化、③まち・ひと・しごとの創生、さらに、政府は公共サ

ービスのムダ排除・質向上等の改革に取り組むことが必要。 

・我が国の財政は、債務残高が GDP の２倍程度に達するなど引き続き厳しい状況にあ

り、経済再生とともに財政健全化を達成することは重要課題。今般、そのための具体的

な計画を策定（本基本方針第３章）。 

２．新たなステージへ移りつつある東日本大震災からの復興 

・復興は新たなステージへ移りつつある中、特に地震・津波被災地域は、復興期間10年以

内での一刻も早い復興事業の完了を目指す。 

・復興事業・予算のあり方について、自治体負担も含め、復興のステージの進展に応じて

不断の見直しを行いつつ、被災地で生じる課題に的確に対応していく。 

・廃炉・汚染水対策、除染、中間貯蔵施設の整備及び汚染土壌等の搬入を推進。 

第２章 経済の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題 

１．我が国の潜在力の強化と未来社会を見据えた改革 

［１］「稼ぐ力」の強化に向けた事業環境の整備と成長市場の創造 

経済構造の高度化、高付加価値化の促進と交易条件の改善を持続させ、サービス業

の生産性向上、中小企業等への対応、生産性向上に資する分野強化のための資金供

給の円滑化を図る。そのほか、規制改革、対日直接投資の推進、資源・エネルギーの

安定的かつ安価な確保、農林水産業の成長産業化、観光の促進、休み方改革等に取

り組む。 

   ［２］海外の成長市場との連携強化 

ＴＰＰの早期妥結に向けて引き続き取り組むとともに、RCEP、日中韓 FTA、日 EU・EPA

等との経済連携交渉を推進。我が国企業のグローバル市場開拓を促進。 

［３］イノベーション・ナショナルシステムの実現、IT・ロボットによる産業構造改革 

「世界で最もイノベーションに適した国」の実現を目指し、企業・大学・研究機関の人

材・知・資金の好循環を誘導するイノベーション・ナショナルシステムを構築。また、IT・

未定稿 
資料１－１
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ロボットによる産業構造の改革、医療等分野のＩＣＴ化を推進。 

 

２．女性活躍、教育再生を始めとする多様な人材力の発揮 

［１］女性、若者など多様な人材力の発揮 

すべての女性が輝く社会を目指して取組を加速する。女性が働きやすい制度等への

見直しを進める。若者の活躍促進や生涯現役社会の実現に取り組む。外国の高度人

材や留学生等が活躍しやすい環境を整備。 

［２］結婚・出産・子育て支援等 

2020年を目途に少子化のトレンドを変えるため、2015年度からの５年間を「少子化対策

集中取組期間」と位置づけ、必要な財源を確保しつつ効果的かつ集中的に投入。子ど

もの貧困対策、社会的養護、児童虐待防止対策などを強力に推進。 

［３］教育再生の実行とスポーツ・文化芸術の振興 

総合的に教育再生を実行。世界トップレベルの学力達成、大学改革等に取り組む。文

化芸術立国、スポーツ立国を目指す。 

３．まち・ひと・しごとの創生と地域の好循環を支える地域の活性化 

［１］まち・ひと・しごとの創生 

地方創生の深化を図り、経済の好循環を地方に拡大。「まち・ひと・しごと創生基本方針

2015」（P）に基づき、地方創生の政策パッケージを推進。 

［２］地域の活性化 

地域活性化、都市再生、沖縄振興、地方分権改革等を推進。 

［３］2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けた取組 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けた取組を強力に推進

するとともに、これを契機とし、ホストシティ・タウン構想などの地域交流・地域活性化、

訪日プロモーションや外国人旅行者の受入れ環境整備等を推進。 

４．安心・安全な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保 

［１］外交、安全保障・防衛等 

戦略的外交を強力に展開。「国家安全保障戦略」を踏まえ、各国との協力関係を拡大・

深化させる。防衛大綱等に基づき、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備。 

［２］国土強靱化、防災・減災等 

国土強靱化基本計画等に基づき、重点的・効率的に推進。南海トラフ地震、首都直下

地震等に備えた大規模災害対策等を推進。 

［３］暮らしの安全・安心（治安、消費者行政等） 

   良好な治安確保のための「『世界一安全な日本』創造戦略」に基づく取組や消費者の

安全・安心確保のための取組等を推進。 

［４］地球環境への貢献 

温室効果ガスの削減等の地球温暖化対策、循環型社会形成等に取り組む。 
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第３章 「経済・財政一体改革」の取組- 「経済・財政再生計画（仮称）」  
 

１．経済財政の現状と課題 

・三本の矢の取組により、「デフレ脱却・経済再生」と「財政健全化」は双方ともに大きく前進。

しかし、財政と社会保障制度は現状のままでは立ち行かない。こうした状況の脱却のため

に、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」を３本柱として推進し、安倍内閣

のこれまでの取組を強化。 

・政府はもとより広く国民全体が参画する社会改革として、「経済・財政一体改革」を断行。 

２．計画の基本的考え方 

    ・「経済再生なくして財政健全化なし」を基本方針とし、今後５年間（2016～2020 年度）を対

象期間とする「経済・財政再生計画（仮称）」を策定。歳出改革、歳入改革においても経済

再生に寄与する改革。 

・歳出改革は、「公的サービスの産業化」、「インセンティブ改革」、「公共サービスのイノベ

ーション」に取り組む。公共サービスの質や水準を低下させることなく、経済への下押し圧

力を抑えつつ公的支出を抑制。歳出全般にわたり、安倍内閣のこれまでの取組を強化し、

聖域なく徹底した見直しを進める。また地方においても、国の取組と基調をあわせた取組

を進める。 

・歳入面では、経済環境を整える中で、消費税率の 10％への引上げを平成29 年４月に実

施。安定的な経済成長を持続させる「経済構造の高度化、高付加価値化」を進めること等

を通じて新たな歳入増を実現。 

３．目標とその達成シナリオ、改革工程  

・「経済・財政一体改革」を推進することにより、2020 年度のＰＢ黒字化を実現することとし、

ＰＢ赤字対ＧＤＰ比を縮小。債務残高のＧＤＰ比を中長期的に着実に引下げ。 

・当初３年間（2016～18 年度）を「集中改革期間」と位置づけ、集中的に取り組む。専門調

査会を設置し、速やかに改革工程、ＫＰＩを具体化するとともに、改革の進捗管理、点検、

評価を行う。 

・改革努力のメルクマールとして、2018 年度のＰＢ赤字の対ＧＤＰ比▲１％程度などを目安

とし、歳出改革、歳入改革等の進捗状況を評価。 

・消費税率引上げを予定する 2017 年度に向けては、その円滑な実施に必要となる経済環

境を整えるため、必要に応じ機動的に対応。 

４．歳出改革等の考え方・アプローチ 

［Ⅰ］公的サービスの産業化 

民間の知恵・資金等を有効活用し、公共サービスの効率化、質の向上を実現。十分に活

用されていない公的ストックを有効に活用。新たな民間サービスの創出を促進。 

［Ⅱ］インセンティブ改革 

国民一人ひとり、企業、自治体等の意識や行動の変化を促す仕組みを構築。インセンティ

ブが十分働く仕組みとするための改革を推進。 

［Ⅲ］公共サービスのイノベーション 

「公共サービスの徹底した見える化」、「エビデンスに基づくＰＤＣＡの徹底」、「マイナンバ
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ーの活用やＩＴを活用した業務の簡素化・標準化」の重点的な取組。 

５．主要分野毎の改革の基本方針と重要課題 

歳出改革は聖域なく進める。社会保障と地方財政は、特に歳出改革の重点分野として取り

組む。 

［１］社会保障 

社会保障・税一体改革を確実に進めつつ、経済再生と財政健全化及び制度の持続可

能性の確保の実現を目指した改革を行う。医療・介護提供体制の適正化、インセンティ

ブ改革による生活習慣病の予防・介護予防、公的サービスの産業化の促進、負担能力

に応じた公平な負担、給付の適正化、薬価・調剤等の診療報酬に係る改革及び後発

医薬品の使用促進を含む医薬品に係る改革等に取り組む。 

［２］社会資本整備等 

中長期的な見通しの下、マネジメントを含めた効率化を図りながら計画的に推進。社会

資本の整備については、既存施設やソフト施策の最大限の活用を図りつつ、人口減少

等を踏まえ、選択と集中の下、ストック効果が最大限発揮されるよう重点化した取組を

進めるとともに、重点分野の優先度・時間軸を明確化。公共施設の管理・運営について

は、ストック量を適正化。コンセッションなど多様なＰＰＰ／ＰＦＩを拡大。 

［３］地方行財政改革・分野横断的な取組等 

地域の活性化と頑張る地方が報われる仕組みへの地方交付税制度等の改革、国と

地方を通じた歳出効率化に取り組む。行政の効率化と利用者のニーズを踏まえた

サービス向上の両立。社会保障・税番号制度の導入を突破口としたさらなるＩＴ化

と業務改革、公共サービスに関する情報の「見える化」に取り組む。 

［４］文教・科学技術、外交、安全保障・防衛等 

文教・科学技術分野については、少子化の進展を踏まえた予算の見直し、民間資金の

導入促進、予算の質の向上・重点化等に取り組む。民間部門等の資源を活用しＯＤＡ

を効率的に実施。「中期防衛力整備計画」に基づき、効率的に整備。 

［５］歳入改革、資産・債務の圧縮 

経済成長と税収増をより確実なものとする。「経済構造の高度化、高付加価値化」等を

通じた歳入増を実現。持続的な経済成長を維持・促進する観点から、税体系全般にわ

たるオーバーホールを進める。資産・債務の圧縮を進める。 

第４章 平成 28 年度予算編成に向けた基本的考え方  

 

１．経済財政運営の考え方 

［１］経済の現状及び今後の動向と当面の経済財政運営の考え方 

・経済の好循環を確かなものとし、地方にアベノミクスの成果を広く早く行き渡らせていく

ため、引き続き予算の早期執行等に取り組む。また、賃金上昇を定着させるとともに投

資を促進するための環境整備に取り組む。 

・日本銀行には、経済・物価情勢を踏まえつつ、２％の物価安定目標を実現することを

期待。 
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［２］中長期的な経済財政の展望を踏まえた取組 

「経済・財政再生計画（仮称）」に沿って、経済財政運営を行っていく。初年度となる平

成28 年度予算においては、制度改革等を大きく前進させる。 

２．平成28 年度予算編成の基本的考え方 

・歳出面においては、ムダを排除し、厳しい優先順位付けを行い、メリハリのついた予算と

する。 

・歳入面においては、課税ベースの拡大等による税収拡大の実現、課税インフラの整備、

税外収入の確保を着実に進める。 
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計
画

策
定

を
促

す
②

ＩＴ
を

活
用

し
た

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
改

革
に

よ
り

、
維

持
管

理
経

費
の

３
割

減
を

目
指

す

【
基

本
的

な
考

え
方

】
○

国
か

ら
地

方
に

大
規

模
に

財
政

移
転

し
て

き
た

に
も

関
わ

ら
ず

地
方

創
生

予
算

が
必

要
な

事
態

に
至

っ
た

。
従

来
の

仕
組

み
を

踏
襲

す
る

こ
と

へ
の

危
機

意
識

を
国

・
地

方
で

共
有

し
、

地
方

財
政

の
仕

組
み

を
変

え
て

い
く
必

要
○

地
方

自
治

体
が

自
ら

行
政

の
ム

ダ
を

な
く
し

創
意

工
夫

す
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
を

強
化

す
る

。
地

方
交

付
税

を
は

じ
め

、
頑

張
る

地
方

の
取

組
を

促
す

仕
組

み
に

重
点

シ
フ

ト
、

民
間

の
大

胆
な

活
用

に
よ

る
効

率
化

と
い

っ
た

地
方

財
政

制
度

の
改

革
を

進
め

る
○

国
は

行
財

政
デ

ー
タ

の
見

え
る

化
、

簡
素

化
・
標

準
化

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

等
、

地
方

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
基

盤
を

整
備

す
る

○
地

方
の

財
政

収
支

が
黒

字
化

す
る

と
見

込
ま

れ
る

中
、

地
方

に
お

い
て

も
国

の
取

組
と

歩
調

を
合

わ
せ

た
歳

出
改

革
を

進
め

る
。

経
済

再
生

・
歳

出
効

率
化

・
経

営
効

率
化

に
向

け
た

自
治

体
の

努
力

と
並

行
し

て
、

必
要

な
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

賄
う

た
め

、
一

般
財

源
を

確
保

す
る



【
地

方
行

財
政

分
野

：
改

革
の

基
本

方
針

】

（
８

）
別

枠
加

算
や

歳
出

特
別

枠
に

つ
き

、
集

中
改

革
期

間
中

、
早

期
に

危
機

対
応

モ
ー

ド
を

終
了

〔
図

表
７

、
８

〕

（
９

）
地

方
独

法
、

公
営

企
業

、
第

３
セ

ク
タ

ー
等

を
含

め
地

方
行

政
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
公

的
部

門
産

業
化

・
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

改
革

を
強

力
に

推
進

。
経

営
改

革
が

遅
れ

て
い

る
公

営
企

業
に

つ
き

５
年

以
内

の
廃

止
・
民

営
化

等
〔
図

表
９

、
1
0
〕

（
１

０
）
地

方
交

付
税

制
度

改
革

〔
図

表
1
1
〕

①
交

付
税

の
単

位
費

用
を

計
画

期
間

内
に

低
コ

ス
ト

団
体

に
合

わ
せ

る
仕

組
み

（
ト

ッ
プ

ラ
ン

ナ
ー

方
式

）
を

導
入

す

る
。

こ
れ

を
地

方
財

政
計

画
に

反
映

す
る

こ
と

に
よ

り
、

自
治

体
全

体
の

取
組

を
加

速
す

る

②
交

付
税

等
の

配
分

基
準

を
人

口
・
ス

ト
ッ

ク
量

に
応

じ
た

も
の

か
ら

、
改

革
成

果
や

新
た

な
課

題
に

重
点

を
シ

フ
ト

③
自

治
体

が
地

域
経

済
再

生
と

財
政

健
全

化
に

取
り

組
ん

だ
成

果
を

反
映

す
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
措

置
を

拡
充

④
地

方
交

付
税

の
各

自
治

体
へ

の
配

分
、

そ
の

考
え

方
、

詳
細

な
内

訳
、

経
年

変
化

を
見

え
る

化
し

公
表

⑤
①

～
④

を
内

容
と

す
る

交
付

税
制

度
改

革
に

つ
い

て
早

急
に

具
体

化
し

、
改

革
工

程
を

明
確

化
す

る
と

と
も

に
自

治
体

に
準

備
を

促
し

、
遅

く
と

も
計

画
期

間
中

に
地

方
財

政
計

画
に

反
映

（
１

１
）
国

は
各

自
治

体
の

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

指
標

を
見

え
る

化
、

成
果

に
応

じ
交

付
税

・
支

出
金

配
分

を
変

え
る

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

を
実

行
。

集
中

改
革

期
間

に
専

門
調

査
会

で
そ

の
進

捗
を

評
価

（
１

２
）
地

方
税

収
増

に
伴

い
税

源
偏

在
が

強
ま

る
。

本
年

末
ま

で
に

抜
本

的
改

革
案

を
ま

と
め

、
29

年
度

か
ら

実
施

（
１

３
）
自

治
体

の
課

税
自

主
権

の
活

用
・
拡

大
、

ふ
る

さ
と

納
税

等
を

通
じ

、
自

由
度

の
高

い
資

金
で

の
サ

ー
ビ

ス
促

進

（
１

４
）
本

計
画

期
間

中
、

地
方

創
生

と
地

方
交

付
税

制
度

を
含

む
地

方
財

政
改

革
を

進
め

、
各

自
治

体
の

財
政

力
指

数
に

つ
き

10
％

程
度

以
上

向
上

を
図

る
（
リ

ー
マ

ン
シ

ョ
ッ

ク
前

の
水

準
）

〔
図

表
1
2
〕

3



4

参
考

図
表
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10
0

32

98

72
81

74

35

10
0

35

10
0

70
75

95

6

94

22

52
58

36
26

02040608010
0

会計業務

情報処理・庁内

情報システム維持

学校用務員

学校給食（調理）

公用車運転

電話交換

案内・受付

都
道

府
県

政
令

指
定

都
市

市
区

町
村

（
％

）

0

15

0
17

0

40
55

0

25

0
0

0

45

80

0

22
10

25
3

32
20

02040608010
0

会計業務

情報処理・庁内情

報システム維持

学校用務員

学校給食（調理）

公用車運転

電話交換

案内・受付
（
備

考
）
総

務
省

「
地

方
公

共
団

体
に

お
け

る
行

政
改

革
の

取
組

状
況

に
関

す
る

調
査

」
（

20
15

年
3月

公
表

）
14

年
1

0
月

1
日

時
点

、
イ

タ
リ

ッ
ク

表
示

の
数

字
は

当
該

事
務

の
全

部
を

委
託

し
て

い
る

団
体

の
割

合

図
表

１
地

方
公

共
団

体
の

民
間

委
託

実
施

状
況

図
表

２
足

立
区

の
事

例


窓

口
事

務


国
保

・
介

保
事

務


会
計

・
出

納


選
管

委
事

務
局


設

計
・
積

算
・
検

査


入

札
・
契

約


地
籍

調
査


調

査
統

計


税
関

連
補

助
業

務
な

ど

●
専

門
性

が
高

い
が

定
型

的
な

業
務

の
外

部
委

託
に

未
着

手


各

省
庁

の
通

知
に

よ
っ

て
、

民
間

委
託

が
可

能
な

範
囲

の
解

釈
が

変
わ

る
こ

と
が

あ
り

、
委

託
後

に
問

題
が

発
生

す
る

可
能

性


各
省

庁
が

調
整

し
、

自
治

体
向

け
に

適
切

な
範

囲
を

示
し

て
ほ

し
い

（
備

考
）
有

識
者

議
員

に
よ

る
ヒ

ア
リ

ン
グ

時
の

足
立

区
資

料
に

基
づ

き
作

成
・

20
15

年
5月

26
日

経
済

財
政

諮
問

会
議

有
識

者
議

員
資

料
よ

り
再

掲

●
足

立
区

の
指

摘

多
様

な
行

政
事

務
の

外
部

委
託

、
包

括
的

民
間

委
託

等
の

推
進


地

方
自

治
体

の
事

務
の

民
間

委
託

の
実

施
率

を
全

体
と

し
て

引
き

上
げ

る
と

と
も

に
、

５
割

に
満

た
な

い
分

野
に

つ
い

て
、

集
中

改
革

期
間

中
に

５
割

を
超

え
る

よ
う

取
組

を
進

め
る


こ

れ
ま

で
取

組
が

進
ん

で
な

い
、

専
門

性
は

高
い

が
定

型
的

な
業

務
（
国

保
等

の
受

付
・交

付
、

税
関

係
補

助
事

務
等

）に
つ

い
て

、
官

民
が

協
力

し
て

、
大

胆
に

外
部

委
託

を
拡

大
す

る

5

20
万

人
以

上
の

自
治

体
を

中
心

に
、

PP
P/

PF
Iの

導
入

を
原

則
化

図
表

３
自

治
体

の
普

通
建

設
事

業
費

（人
口

別
）

（
備

考
）
総

務
省

地
域

別
統

計
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
に

よ
り

作
成

。
・
都

道
府

県
の

人
口

は
2
0
1
3
年

度
、

普
通

建
設

事
業

費
は

2
0
1
2
年

度
。

市
町

村
の

人
口

は
2
0
1
0
年

度
、

普
通

建
設

事
業

費
は

2
0
1
1
年

度
の

デ
ー

タ
。

市
町

村
（
人

口
2
0
万

人
以

上
）
は

1
3
1
団

体
。

・
公

的
固

定
資

本
形

成
に

占
め

る
地

方
政

府
の

割
合

は
約

5
4
％

（
2
0
1
3
年

度
）
。

・
2
0
1
5
年

5
月

1
9
日

経
済

財
政

諮
問

会
議

有
識

者
議

員
提

出
資

料
１

－
３

よ
り

再
掲6
.5

2
.93
.3

都
道

府
県

市
町

村
（
人

口
2
0万

人
以

上
）

市
町

村
（
人

口
2
0万

人
未

満
）

（
単

位
：
兆

円
）

全
自

治
体

の
普

通
建

設
事

業
費

に
占

め
る

人

口
2
0
万

人
以

上
の

自
治

体
の

割
合

は
７

割
超

1
2
.6

兆
円



徹
底

し
た

見
え

る
化


国

・
地

方
の

行
政

経
費

の
情

報
開

示
を

抜
本

拡
充

。
誰

も
が

活
用

で
き

る
形

で
集

中
改

革
期

間
内

に
確

実
に

実
現


各

自
治

体
等

の
行

政
コ

ス
ト

情
報

、
施

設
等

保
有

・維
持

管
理

、
ＩＴ

投
資

等
デ

ー
タ

を
公

開
。

ス
ト

ッ
ク

情
報

（固
定

資
産

台
帳

、
地

方
公

会
計

、
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

等
）を

期
間

中
に

整
備

し
公

開 図
表

４
基

礎
的

な
公

共
デ

ー
タ

の
公

表
例

優
良

事
例

を
20

20
年

度
ま

で
に

全
国

展
開


Ｂ

Ｐ
Ｒ

（
Bu

sin
es

s P
ro

ce
ss

 R
ee

ng
in

ee
rin

g）
等

を
通

じ
て

公
共

サ
ー

ビ
ス

業
務

の
改

善
の

優
良

事
例

を
官

民
の

協
力

で
創

出
す

る
。

目
標

と
成

果
を

定
量

化
し

、
進

捗
状

況
と

合
わ

せ
公

表
す

る
こ

と
で

横
展

開
を

促
す


例

え
ば

、
介

護
保

険
の

保
険

料
は

全
国

で
３

倍
も

の
格

差
が

生
じ

て
い

る
。

効
果

的
な

予
防

と
介

護
を

実
現

し
て

い
る

自
治

体
の

取
組

を
全

国
に

拡
大

す
る


今

後
の

高
齢

化
社

会
を

展
望

す
る

と
、

健
康

生
活

を
実

現
す

る
社

会
保

障
サ

ー
ビ

ス
、

民
間

の
創

意
工

夫
を

活
か

し
た

公
共

サ
ー

ビ
ス

の
創

出
・
拡

大
が

重
要

。
こ

う
し

た
取

組
の

推
進

に
よ

り
、

歳
出

の
効

率
化

を
併

せ
て

実
現

す
る

。


こ

の
た

め
、

甘
利

大
臣

の
下

に
、

課
題

解
決

の
た

め
の

制
度

設
計

を
行

う
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
（
国

・
地

方
及

び
関

係
会

議
等

か
ら

の
参

加
）
を

設
置

し
、

以
下

の
取

組
を

進
め

る
と

と
も

に
、

そ
の

成
果

を
踏

ま
え

、
関

係
府

省
等

で
協

力
し

て
優

良
事

例
の

全
国

展
開

を
進

め
る

べ
き

。

①
優

良
事

例
の

選
定

、
そ

れ
を

全
国

展
開

す
る

際
の

ノ
ウ

ハ
ウ

の
標

準
化

②
意

欲
の

あ
る

モ
デ

ル
自

治
体

の
選

抜
、

官
民

連
携

に
よ

る
Ｂ

Ｐ
Ｒ

の
実

施

③
こ

う
し

た
取

組
を

支
援

す
る

制
度

的
対

応
（
予

算
、

税
制

、
規

制
）
の

検
討

④
自

治
体

、
民

間
等

へ
の

進
捗

状
況

等
の

見
え

る
化

（ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

窓
口

の
設

置
、

情
報

公
開

等
）

（
備

考
）

20
15

年
５

月
26

日
経

済
財

政
諮

問
会

議
有

識
者

議
員

資
料

よ
り

抜
粋

図
表

５
優

良
事

例
の

全
国

展
開

6

時
系

列
デ

ー
タ

も
Ｐ

Ｄ
Ｆ

掲
載

。
分

析
す

る
に

は
、

各
年

度
の

デ
ー

タ
を

ユ
ー

ザ
ー

が
打

ち
込

む
必

要

Ｐ
Ｄ

Ｆ
は

、
分

析
に

活
用

で
き

る
フ

ァ
イ

ル
形

式
で

は
な

い

デ
ー

タ
情

報
の

Ｐ
Ｄ

Ｆ
に

よ
る

開
示

や
、

年
度

ご
と

、
都

道
府

県
市

町
村

ご
と

の
別

フ
ァ

イ
ル

で
の

掲
載

な
ど

、
現

状
で

は
、

行
政

コ
ス

ト
等

に
つ

い
て

予
算

・
決

算
ベ

ー
ス

で
の

横
断

的
・
時

系
列

分
析

を
行

う
こ

と
が

困
難



ＩＴ
を

活
用

し
た

業
務

改
革


今

後
５

年
で

ＩＴ
等

を
活

用
し

て
業

務
を

簡
素

化
・標

準
化

。
国

は
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

示
し

、
自

治
体

に
計

画
策

定
を

促
す


ＩＴ

を
活

用
し

た
公

共
サ

ー
ビ

ス
の

業
務

改
革

に
よ

り
、

維
持

管
理

経
費

の
３

割
減

を
目

指
す

図
表

６
業

務
の

簡
素

化
・標

準
化

の
事

例

危
機

対
応

モ
ー

ド
の

早
期

終
了


別

枠
加

算
や

歳
出

特
別

枠
に

つ
い

て
、

目
標

年
次

を
定

め
て

集
中

改
革

期
間

中
、

で
き

る
だ

け
早

期
に

危
機

対
応

モ
ー

ド
を

終
了

さ
せ

る
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2
0

0
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（
2
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）

2
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0
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（
2

1
）

2
0

1
0

（
2

2
）

2
0

1
1

（
2

3
）

2
0

1
2

（
2

4
）

2
0

1
3

（
2

5
）

2
0

1
4

（
2

6
）

2
0

1
5

（
2

7
）

別
枠

加
算

歳
出

特
別

枠

（
兆

円
）

地
方

税
収

別
枠

加
算

・
歳

出
特

別
枠

（
備

考
）
財

政
制

度
等

審
議

会
財

政
制

度
分

科
会

15
年

5月
11

日
資

料
を

も
と

に
作

成
。

地
方

税
収

は
地

方
譲

与
税

収
を

含
む

。
20

13
年

度
ま

で
は

決
算

、
20

14
年

度
・

15
年

度
は

地
方

財
政

計
画

。
リ

ー
マ

ン
シ

ョ
ッ

ク
後

に
危

機
対

応
と

し
て

措
置

さ
れ

た
別

枠
加

算
、

歳
出

特
別

枠
の

推
移

・
こ

の
ほ

か
、

歳
出

特
別

枠
に

類
似

の
具

体
的

な
需

要
の

積
上

げ
に

基
づ

か
な

い
新

た
な

歳
出

と
し

て
、

－
20

14
年

度
地

域
の

元
気

創
造

事
業

費
0.

35
兆

円
－

20
15

年
度

ま
ち

・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

事
業

費
１

兆
円

が
計

上
さ

れ
て

い
る

（
備

考
）
総

務
省

資
料

よ
り

作
成


2
0
0
8
年

、
セ

ン
タ

ー
稼

働
開

始
。

各
職

員
が

事
務

の
発

生
と

と
も

に
入

力
す

る
よ

う
変

更
（
対

象
職

員
は

約
２

万
人

）


勤
務

関
係

は
シ

ス
テ

ム
で

自
動

集
計

化
、

給
与

手
当

関
係

は
セ

ン
タ

ー
で

集
中

的
に

認
定

、
IT

活
用

で
業

務
の

集
中

化
・セ

ル
フ

サ
ー

ビ
ス

化
・
外

部
委

託
化

を
実

現
【
効

果
】


各

課
の

中
間

業
務

を
廃

止
。

手
当

等
の

認
定

の
精

度
が

一
定

化
。

シ
ス

テ
ム

経
由

の
申

請
等

で
不

備
や

単
純

ミ
ス

を
防

止


約
1
9
8
,0

0
0時

間
に

相
当

す
る

事
務

量
を

軽
減

（H
2
5）

○
横

浜
市

「庶
務

事
務

集
中

セ
ン

タ
ー

」


2
0
1
2
年

よ
り

段
階

的
に

国
保

・
国

民
年

金
シ

ス
テ

ム
、

税
総

合
シ

ス
テ

ム
を

共
同

化
。


企

画
・
調

達
・
開

発
・運

用
・
保

守
を

２
つ

の
市

で
共

同
処

理


シ
ス

テ
ム

刷
新

に
必

要
な

各
種

検
討

を
共

同
で

行
い

、
業

務
改

善
や

経
費

節
減

を
図

る
た

め
の

手
段

・方
法

を
整

理

【
効

果
】


費

用
削

減
効

果
：
国

保
・年

金
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
5年

間
の

ラ
ン

ニ
ン

グ
コ

ス
ト

を
2
5％

削
減

見
込

み


デ
ー

タ
セ

ン
タ

活
用

に
よ

る
安

全
性

確
保

（堅
牢

な
デ

ー
タ

セ
ン

タ
に

よ
る

災
害

へ
の

備
え

）

○
岡

崎
市

・豊
橋

市
：国

保
・年

金
・
税

シ
ス

テ
ム

の
共

同
化

図
表
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後
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別

枠
加

算
、

歳
出

特
別

枠
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全 国 計

2
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4年

度
4～

3月
期

○
全

国
計

前
年
同

期
比
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.
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増
（

13
年

度
前
年

度
比

10
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増
）

○
47
都

道
府

県
の

す
べ

て
で

法
人

二
税
の

税
収
増

加

（％
、

前
年

同
期

比
）

（
備

考
）
地

方
行

財
政

調
査

会
「
地

方
行

財
政

調
査

資
料

」
よ

り
作

成
。

法
人

事
業

税
と

法
人

住
民

税
の

合
計

・
20

14
年

度
4-

3月
前

年
同

期
比

は
、

20
15

年
３

月
時

点
の

14
年

度
収

入
額

と
20

14
年

３
月

時
点

の
13

年
度

収
入

額
の

比
較

図
表

８
20

14
年

度
地

方
税

収
（
法

人
二

税
）
の

状
況

（
20

15
年

3月
収

入
分

ま
で

の
前

年
同

月
比

）
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革
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済
・予

定
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存
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方
針
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針

未
定

（検
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中
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定

が
全
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地
方

公
営

企
業

（全
6,

87
2会

計
）

未
策

定
・未

検
討

が
全

体
の

７
割

地
方

公
共

サ
ー

ビ
ス

全
体

で
の

改
革


地

方
独

法
、

公
営

企
業

、
第

３
セ

ク
タ

ー
等

を
含

め
、

地
方

の
行

政
サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
も

、
公

的
部

門
の

産
業

化
、

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
改

革
等

の
取

組
を

強
力

に
推

進
す

る

○
公

営
企

業
に

は
一

般
会

計
等

か
ら

毎
年

度
約

３
兆

円
超

を
繰

入
れ

。
３

セ
ク

・
公

社
・
地

方
独

法
に

は
自

治
体

か
ら

毎
年

度
50

00
億

円
超

の
補

助
金

交
付

○
20

09
年

7 月
の

総
務

省
通

知
等

に
よ

り
、

地
方

公
営

企
業

お
よ

び
３

セ
ク

等
に

は
、

収
支

見
込

等
を

記
載

し
た

経
営

計
画

や
経

営
の

抜
本

改
革

方
針

の
策

定
が

望
ま

れ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

未
策

定
・
未

着
手

の
事

業
が

多
数

図
表

1
0

公
営

企
業

、
３

セ
ク

等
の

経
営

抜
本

改
革

～
改

革
方

針
策

定
要

請
か

ら
５

年
後

の
取

組
状

況
～

8

経
営

改
革

が
遅

れ
て

い
る

公
営

企
業

の
５

年
以

内
廃

止
等


公

営
企

業
の

経
営

効
率

を
見

え
る

化
。

改
革

が
遅

れ
て

い
る

公
営

企
業

に
つ

き
５

年
以

内
廃

止
・
民

営
化

、
Ｐ

Ｐ
Ｐ

／
Ｐ

Ｆ
Ｉや

広
域

的
連

携
等

、
大

胆
に

改
革

推
進
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2 

5,
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20
09

年
度

末
10

年
度

末
11

年
度

末
12

年
度

末
13

年
度

末

地
方

公
共

団
体

か
ら

の
補

助
金

交
付

額

赤
字

法
人

割
合

（
右

軸
）

（
億

円
）

（
％

）

（
備

考
）
総

務
省

「地
方

公
営

企
業

決
算

」「
第

三
セ

ク
タ

ー
等

の
状

況
に

関
す

る
調

査
結

果
（
各

年
度

版
）
」「

地
方

公
営

企
業

の
抜

本
改

革
等

の
取

組
状

況
」「

第
三

セ
ク

タ
ー

等
の

抜
本

的
改

革
に

係
る

取
組

状
況

に
関

す
る

調
査

結
果

」
よ

り
作

成
。

第
三

セ
ク

タ
ー

等
に

は
、

第
三

セ
ク

タ
ー

（
社

団
法

人
・
財

団
法

人
、

会
社

法
法

人
）
、

地
方

三
公

社
（地

方
住

宅
供

給
公

社
、

地
方

道
路

公
社

、
土

地
開

発
公

社
）、

地
方

独
立

行
政

法
人

が
含

ま
れ

る
。

赤
字

法
人

割
合

は
①

地
方

公
共

団
体

等
の

出
資

割
合

が
25

％
以

上
の

第
三

セ
ク

タ
ー

法
人

、
②

25
％

未
満

で
あ

る
も

の
の

財
政

的
支

援
（
補

助
金

等
）
を

受
け

て
い

る
第

三
セ

ク
タ

ー
法

人
、

③
地

方
三

公
社

、
④

地
方

独
法

の
合

計
（
休

眠
中

等
の

法
人

を
除

く
）に

占
め

る
経

常
赤

字
法

人
の

割
合

。
図

表
９

の
３

セ
ク

等
全

1,
73

7法
人

は
、

地
方

公
共

団
体

が
財

政
的

支
援

を
行

っ
て

い
る

第
三

セ
ク

タ
ー

法
人

と
公

社
。

図
表

９
-
２

地
方

独
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３
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ク

、
地

方
３
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対

す
る

地
方
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共

団
体

か
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補

助
金

交
付
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等
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本
計

画
期

間
中

、
地

方
創

生
と

地
方

交
付

税
制

度
を

含
む

地
方

財
政

改
革

を
進

め
、

各
自

治
体

の
財

政
力

指
数

に
つ

き
10

％
程

度
以

上
向

上
す

る
（
リ

ー
マ

ン
シ

ョ
ッ

ク
前

の
水

準
）

図
表
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財
政

力
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数
と

地
方

交
付

税
額
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0.4
0

0.4
5

0.5
0

0.5
5

0.6
0

0.6
5

0.7
0

0.7
5

0.8
0

2000
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税
額
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財
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道
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財
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財
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指
数
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町

村
）

（兆
円

）
（財

政
力

指
数

）

（年
度

）

（
備

考
）
総

務
省

提
供

デ
ー

タ
等

に
よ

り
作

成
。

財
政

力
指

数
と
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財

政
需

要
に

対
す

る
地

方
税

収
等

の
割

合
（
財

政
力

指
数

＝
基

準
財

政
収

入
額

／
基

準
財

政
需

要
額

）
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都
道

府
県

は
都

道
府

県
財

政
分

、
市

町
村

は
市

町
村

財
政

分
。

不
交

付
団

体
を

含
む

全
団

体
に

つ
い

て
、

基
準

財
政

需
要

額
合

計
に

対
す

る
基

準
財

政
収

入
額

合
計

の
値

を
過

去
３

か
年

平
均

で
算

出
。
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年

5月
19

日
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資
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0,

00
0

栃木県
熊本県

低コスト5県
北海道
長野県
新潟県
富山県
宮崎県

鹿児島県
青森県
福島県

単純平均
秋田県
大分県
岩手県
山形県
佐賀県
鳥取県
高知県
島根県

岐阜県
茨城県
岡山県

低コスト5県
群馬県
宮城県
滋賀県
石川県
三重県
愛媛県

単純平均
香川県
山口県
山梨県
長崎県
福井県

和歌山県
徳島県

神奈川県
埼玉県

低コスト5県
愛知県
大阪府
千葉県
福岡県
静岡県
兵庫県

単純平均
広島県
京都府
東京都
奈良県
沖縄県

人
件

費

13
県

に
一

人
当

た
り

11
7,

22
4円

を
適

用
し

た

場
合

合
計

▲
3,

10
2億

円
削

減

11
県

に
11

1,6
50

円
を

適
用

し
た

場
合

合
計

▲
2,

43
5億

円
削

減

8県
に

89
,5

89
円

を

適
用

し
た

場
合

合
計

▲
5,

95
9億

円
削

減

（県
民

一
人

当
た

り
、

円
）

合
計

▲
11

,4
96

億
円

（
備

考
）
総

務
省

「
地

方
財

政
状

況
調

査
」
を

基
に

し
た

統
計

局
デ

ー
タ

よ
り

作
成

。
20

12
年

度
の

状
況

。

・
県

民
一

人
当

た
り

行
政

経
費

に
つ

い
て

、
各

グ
ル

ー
プ

内
の

低
コ

ス
ト

５
県

（
ト

ッ
プ

ラ
ン

ナ
ー

）
の

平
均

コ
ス

ト
を

、
グ

ル
ー

プ
内

他
県

に
当

て
は

め
た

場
合

に
削

減
さ

れ
る

額
の

合
計

を
赤

字
表

示
。

・
人

件
費

は
、

特
別

職
給

与
、

一
般

職
職

員
給

与
、

恩
給

・
退

職
年

金
、

地
方

公
務

員
共

済
組

合
負

担
金

等
。

・
維

持
補

修
費

は
、

総
務

費
、

民
生

費
、

衛
生

費
、

労
働

費
、

農
林

水
産

業
費

、
商

工
費

、
土

木
費

、
消

防
費

、
警

察
費

、
教

育
費

そ
の

他
か

ら
成

る
。

・
同

様
に

計
算

す
れ

ば
、

物
件

費
は

合
計

▲
5,

71
1億

円
、

扶
助

費
は

合
計

▲
3,

29
9億

円
。

2,
22

3 
1,

81
3 

1,
10

0 

0

2,
00

0

4,
00

0

6,
00

0

8,
00

0

10
,0

00

12
,0

00

佐賀県
鹿児島県

低コスト5県
大分県
秋田県
栃木県
熊本県
宮崎県
北海道
富山県
長野県

単純平均
高知県
福島県
山形県
岩手県
新潟県
青森県
島根県
鳥取県

宮城県
群馬県
滋賀県

低コスト5県
愛媛県
茨城県
三重県
山口県
岐阜県

単純平均
山梨県

和歌山県
石川県
長崎県
福井県
岡山県
徳島県
香川県

千葉県
福岡県

低コスト5県
京都府

神奈川県
埼玉県
沖縄県
静岡県
奈良県
兵庫県

単純平均
大阪府
愛知県
広島県
東京都

維
持

補
修

費

13
県

に
一

人
当

た
り

2,
22

3円
を

適
用

し
た

場
合

合
計

▲
89

0億
円

削
減

11
県

に
1,

81
3円

を

適
用

し
た

場
合

合
計

▲
31

3億
円

削
減

8県
に

1,
10

0 円
を

適
用

し

た
場

合
合

計
▲

1,
10

0億
円

削
減

（県
民

一
人

当
た

り
、

円
） 可

住
地

人
口

密
度

１
km

2あ
た

り
70

0人
未

満
70

0～
11

00
人

未
満

11
00

人
以

上

合
計

▲
2,

30
3億

円

地
方

交
付

税
制

度
に

お
け

る
ト

ッ
プ

ラ
ン

ナ
ー

方
式

の
導

入


自
治

体
間

で
の

行
政

コ
ス

ト
比

較
を

徹
底

し
、

例
え

ば
地

方
交

付
税

の
単

位
費

用
を

計
画

期
間

内
に

低
コ

ス
ト

団
体

に
合

わ
せ

る
（
取

組
の

不
十

分
な

自
治

体
に

と
っ

て
、

予
算

上
不

利
に

な
る

）
仕

組
み

を
導

入
し

、
こ

れ
を

地
方

財
政

計
画

に
反

映
す

る
こ

と
に

よ
り

、
自

治
体

全
体

の
取

組
を

加
速

図
表

1
1

県
民

一
人

当
た

り
主

要
行

政
コ

ス
ト

（
人

口
密

度
別

）



02040608010
0

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

0.1
以 下

0.1
～

0.2
以 下

0.2
～

0.3
以 下

0.3
～

0.4
以 下

0.4
～

0.5
以 下

0.5
～

0.6
以 下

0.6
～

0.7
以 下

0.7
～

0.8
以 下

0.8
～

0.9
以 下

0.9
～

1
未

満

1～
1.1

以
下

1.1
～

1.2
以 下

1.2
～

1.3
以 下

1.3
～

1.4
以 下

1.4
～

1.5
以 下

1.5
以 上

人
口

1万
人

未
満

1万
～

5万
5万

～
10

万
10

万
～

50
万

50
～

10
0 万

10
0万

以
上

累
積

度
数

（右
軸

）

（%
）

（備
考

）総
務

省
統

計
局

ＨＰ
よ

り作
成

。都
道

府
県

、市
町

村
の

財
政

力
指

数
（財

政
力

指
数

＝
基

準
財

政
収

入

額
／

基
準

財
政

需
要

額
）。

20
09

～
11

年
度

の
３か

年
平

均
。

（団
体

）

財
政

力
指

数
１以

上
の

不
交

付
団

体
11

0団
体

、全
自

治
体

の
6.2

％

（0
9～

11
年

度
平

均
）

直
近

20
14

年
度

は
不

交
付

団
体

55
団

体
、全

体
の

3.1
％

（
参

考
）

財
政

健
全

化
に

お
け

る
国

と
地

方
の

バ
ラ

ン
ス

○
中

長
期

試
算

に
お

い
て

、
地

方
全

体
で

は
基

礎
的

財
政

収
支

の
黒

字
幅

が
拡

大
。

そ
の

一
方

で
、

不
交

付
団

体
は

減
少

傾
向

に
あ

り
、

2
0
1
4
年

度
時

点
で

は
5
5
団

体
の

み
。

税
源

偏
在

の
是

正
、

交
付

税
制

度
の

在
り

方
の

抜
本

的
な

見
直

し
な

ど
を

通
じ

、
地

方
の

自
助

努
力

を
支

援
す

べ
き

。
○

2
0
2
0
年

度
に

向
け

て
も

、
地

方
交

付
税

や
補

助
金

等
を

通
じ

て
、

国
か

ら
地

方
に

対
す

る
大

幅
な

財
政

移
転

は
続

く
。

地
方

に
お

い
て

も
、

国
と

歩
調

を
合

わ
せ

、
公

的
分

野
の

産
業

化
、

公
共

サ
ー

ビ
ス

分
野

で
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
改

革
を

進
め

、
歳

出
改

革
に

取
り

組
む

べ
き

。

都
道

府
県

・
市

町
村

の
財

政
力

指
数

分
布

（
財

政
需

要
に

対
す

る
地

方
税

収
等

の
比

率
）

0.
6％

0.
7%

▲
3.

9%

▲
10

.0

▲
8.

0

▲
6.

0

▲
4.

0

▲
2.

0

0.
0

2.
0

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

（
名

目
GD

P比
、

%
）

Ｐ
Ｂ

（
地

方
）

Ｐ
Ｂ

（
国

）
20

20
年

度

▲
2.

3% （
年

度
）

（
備

考
）

20
15

年
度

以
降

は
「
中

長
期

試
算

」
（

20
15

年
2月

）
の

経
済

再
生

ケ
ー

ス

国
と

地
方

の
基

礎
的

財
政

収
支

10

5月
12

日
諮

問
会

議
有

識
者

議
員

資
料

（
再

掲
）



35
.4 36

.2 38
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151617181920

510152025303540

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

全
国

合
計

東
京

の
割

合
（右

軸
）

（兆
円

）

（年
度

）

（％
）

【
地

方
行

財
政

改
革

・
地

方
創

生
】

改
革

の
基

本
方

針
に

お
け

る
論

点

10203040506070

埼玉県
神奈川県

千葉県
愛知県
大阪府
静岡県
福岡県
京都府
兵庫県
栃木県
茨城県
群馬県
滋賀県
広島県
奈良県
三重県
岐阜県
岡山県
沖縄県
香川県
熊本県
東京都
愛媛県
山口県

44県平均
富山県
長野県
石川県
新潟県
大分県
宮崎県
長崎県
佐賀県

和歌山県
山形県
北海道

鹿児島県
山梨県
福井県
青森県
徳島県
秋田県
鳥取県
高知県
島根県

20
12

一
般

財
源

20
12

一
般

財
源

20
07

一
般

財
源

20
12

地
方

税
収

等

20
07

地
方

税
収

等

地
方

交
付

税
に

よ
る

補
て

ん
（2

00
7年

度
）

（2
01

2
年

度
）

（1
人

当
た

り
、

万
円

）

図
表

６
．

一
人

当
た

り
一

般
財

源
額

と
地

方
交

付
税

額

○
地

域
別

の
一

人
当

た
り

一
般

財
源

額
を

み
る

と
、

一
人

当
た

り
税

収
の

少
な

い
都

道
府

県
に

地
方

交
付

税
が

よ
り

多
く
配

分
さ

れ
、

結
果

と
し

て
一

般
財

源
も

よ
り

多
く
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

そ
の

地
域

間
格

差
は

、
リ

ー
マ

ン
シ

ョ
ッ

ク
前

と
比

べ
よ

り
拡

大
し

て
い

る
（図

表
６

）
。

交
付

税
の

財
源

保
障

機
能

が
税

収
偏

在
を

補
正

す
る

以
上

に
過

度
に

強
く
効

い
て

い
な

い
か

、
行

政
コ

ス
ト

（歳
出

サ
イ

ド
）
と

併
せ

て
比

較
検

証
す

べ
き

。
ま

た
、

リ
ー

マ
ン

シ
ョ

ッ
ク

後
の

歳
入

・歳
出

面
の

特
別

措
置

を
早

期
に

解
消

す
べ

き
。

○
歳

出
面

か
ら

は
、

国
と

同
様

、
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

改
革

、
公

共
サ

ー
ビ

ス
の

産
業

化
等

を
徹

底
し

て
推

進
す

べ
き

。
そ

う
し

た
努

力
に

応
じ

た
交

付
金

、
地

方
交

付
税

の
配

分
を

強
化

す
べ

き
。

ま
た

、
地

方
交

付
税

制
度

に
つ

い
て

は
、

頑
張

る
自

治
体

へ
の

重
点

配
分

強
化

、
一

定
期

間
後

の
優

良
自

治
体

の
単

位
費

用
の

全
国

展
開

、
財

政
収

支
黒

字
化

の
下

で
の

交
付

税
法

定
率

の
在

り
方

の
検

討
等

を
通

じ
て

、
抜

本
的

に
見

直
し

、
地

方
の

自
助

努
力

を
支

援
す

べ
き

。
○

今
後

、
東

京
へ

の
税

源
集

中
が

進
む

可
能

性
が

高
い

（
図

表
７

）
。

東
京

等
の

大
都

市
に

税
源

が
集

中
す

る
、

い
わ

ゆ
る

税
源

偏
在

の
是

正
に

向
け

、
抜

本
的

対
応

を
推

進
す

べ
き

。

（
備

考
）
総

務
省

地
域

別
統

計
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
よ

り
作

成
。

税
収

、
交

付
税

額
と

も
に

、
都

道
府

県
分

と
所

在
都

道
府

県
別

市
町

村
分

の
合

計
を

県
民

一
人

当
た

り
で

計
算

（
決

算
ベ

ー
ス

）
。

図
表

６
：
地

方
交

付
税

は
普

通
交

付
税

と
特

別
交

付
税

の
合

計
。

「
地

方
税

収
等

」は
地

方
税

収
と

地
方

譲
与

税
の

合
計

。
東

北
被

災
３

県
を

除
く
。

図
表

7：
総

務
省

「平
成

27
年

度
地

方
税

に
関

す
る

参
考

計
数

資
料

」、
地

域
別

統
計

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

よ
り

作
成

。
20

13
年

度
ま

で
決

算
額

、
14

年
度

は
実

績
見

込
み

、
15

年
度

は
見

込
み

額
。

シ
ャ

ド
ー

は
景

気
後

退
期

。
11

図
表

７
．

地
方

税
収

と
東

京
の

割
合

5月
19

日
諮

問
会

議
有

識
者

議
員

資
料

（
再

掲
）



-1
001020304050

0
10

20
30

40
50

高
齢

者
人

口
比

率
、

15
歳

未
満

人
口

比
率

一 人 当 た り 普 通 交 付 税 額

（万
円

）

（％
）

当
該

市
の

全
人

口
に

占
め

る
65

歳
以

上
人

口
の

比
率

と
普

通
交

付
税

15
歳

未
満

人
口

の
比

率
と

普
通

交
付

税
額

（備
考

）総
務

省
「市

町
村

決
算

状
況

等
調

」平
成

22
年

度
版

、
国

勢
調

査
平

成
22

年
都

市
別

人
口

よ
り

作

成
。

不
交

付
団

体
を

除
い

た
全

75
4市

の
状

況
。

・当
該

市
の

全
人

口
に

占
め

る
65

歳
以

上
人

口
比

率
ま

た
は

15
歳

未
満

人
口

比
率

と
、

一
人

当
た

り
普

通

交
付

税
交

付
額

の
関

係
を

示
し

た
も

の
。

頑
張

る
地

方
を

支
え

る
仕

組
み

の
実

現
に

向
け

て
：

①
地

方
交

付
税


現

行
の

地
方

交
付

税
の

算
定

基
準

は
複

雑
。

政
策

目
的

に
十

分
適

合
し

た
基

準
や

規
模

に
な

っ
て

い
る

か
検

証
す

べ
き

。

例
①

地
域

経
済

・
雇

用
対
策
費
の
配
分
・・

・農
業
出

荷
・工

業
出

荷
の
多

い
と
こ
ろ
、
自

主
財

源
比
率
の
低
い
と
こ
ろ
、

有
効

求
人

倍
率

の
悪
い
と
こ
ろ
、
過
疎
地
、
高

齢
者

比
率
の
高
い
と
こ
ろ
に
多

く
配
分

さ
れ
る
算
定
式
に
な
っ
て
い
る
（図

表
９
）

例
②

地
域

の
元

気
創

造
事
業
費
・・

・若
年
就
業

率
が
算
定

基
準
に
入
っ
て
い
る
も
の
の
、
総

額
50

0
億
円
に
す
ぎ
な
い
。


一

人
当

た
り

普
通

交
付

税
額

と
住

民
の

年
齢

構
成

を
み

る
と

、
6
5歳

以
上

人
口

比
率

が
高

い
と

こ
ろ

ほ
ど

普
通

交
付

税
額

が
多

い
。

一
方

、
1
5
歳

未
満

人
口

比
率

が
高

い
自

治
体

ほ
ど

一
人

当
た

り
普

通
交

付
税

額
は

少
な

い
（図

表
10

）
。

社
会

保
障

を
は

じ
め

様
々

な
制

度
・
施

策
体

系
を

子
ど

も
・
子

育
て

世
代

を
支

え
る

観
点

か
ら

見
直

す
と

と
も

に
、

地
方

交
付

税
の

算
定

に
お

い
て

も
子

ど
も

・
子

育
て

世
代

の
支

援
を

重
視

し
た

体
系

に
シ

フ
ト

す
べ

き
。

≪
道

府
県

分
≫

単
位

費
用

×
人

口
×

段
階

補
正

×

（
0.

2A
 +

 0
.1

 B
 +

 0
.2

 C
 +

 0
.2

 D
 +

 0
.1

 E
 +

 0
.1

 F
 +

 0
.1

）
×

α
A:

１
人

当
た

り
第

一
次

産
業

産
出

額
／

全
国

平
均

B:
１

人
当

た
り

製
造

品
出

荷
額

／
全

国
平

均
C:

  全
国

平
均

／
自

主
財

源
比

率
D:

  
１

／
有

効
求

人
倍

率
E：

全
国

平
均

／
人

口
密

度
F：

高
齢

者
人

口
比

率
／

全
国

平
均

α：
算

定
額

を
3,

30
0億

円
程

度
と

す
る

た
め

の
率

●
「
地

域
経

済
・
雇

用
対

策
費

」
（平

成
2
5年

度
1
.5

兆
円

）
の

う
ち

臨
時

費
目

・
都

道
府

県
分

3
,3

00
億

円
の

配
分

基
準

●
目

的
：
「
地

域
経

済
の

活
性

化
や

雇
用

機
会

の
創

出
を

図
る

と
と

も
に

、
高

齢
者

の
生

活
支

援
な

ど
、

住
民

の
ニ

ー
ズ

に
適

切
に

対
応

し
た

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
展

開
で

き
る

よ
う

措
置

」

図
表

９
．

地
方

交
付

税
の

算
定

基
準

例

12

図
表

1
0
．

高
齢

者
（若

年
者

）
人

口
比

率
と

普
通

交
付

税
額

（
平

成
2
2
年

度
、

全
7
54

市
）

20
14

年
12

月
22

日
諮

問
会

議
有

識
者

議
員

資
料

（
再

掲
）



3
2
.4

5
5
.9

2
.8

8
.9

積
極

的
に

取
り

組

む
べ

き
で

あ
る

今
の

状
況

を
考

え
る

と
取

り

組
む

こ
と

は
や

む
を

得
な

い

取
り

組
む

べ

き
で

は
な

い

分
か

ら
な

い

13

公
共

施
設

等
の

集
約

・
縮

減
、

長
寿

命
化

○
2
0
1
6
年

度
ま

で
に

自
治

体
が

策
定

す
る

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
を

イ
ン

フ
ラ

の
集

約
・
縮

減
に

ま
で

踏
み

込
ん

だ
計

画
と

し
、

そ
の

計
画

を
強

力
に

実
行

・
推

進
す

る
た

め
、

以
下

に
取

り
組

む
べ

き
。

・
関

係
府

省
・自

治
体

が
連

携
す

る
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
を

早
急

に
整

備
す

る
。

地
方

創
生

の
総

合
計

画
・総

合
戦

略
を

自
治

体
が

策
定

す
る

際
に

も
、

こ
の

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

を
活

用
す

る
。

・
20

16
年

度
予

算
か

ら
、
国

に
よ

る
防

災
・安

全
交

付
金

等
の

交
付

に
当

た
っ

て
、
イ

ン
フ

ラ
の

集
約

・縮
減

に
ま

で
踏

み
込

ん
だ

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
の

策
定

を
進

め
る

自
治

体
に

優
先

配
分

し
、
計

画
の

早
期

整
備

を
促

す
。

・
住

民
が

公
共

施
設

等
の

必
要

性
を

判
断

し
、
民

間
事

業
者

が
P
P
P
/P

FI
の

提
案

を
一

層
行

え
る

よ
う

、
ス

ト
ッ

ク
情

報
（固

定
資

産
台

帳
を

含
む

地
方

公
会

計
、
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

等
）を

集
中

改
革

期
間

内
に

公
開

す
る

。
特

に
、
一

定
規

模
以

上
の

新
規

の
イ

ン
フ

ラ
や

公
共

施
設

等
の

整
備

に
当

た
っ

て
、
経

年
的

な
維

持
管

理
経

費
を

明
示

し
、
人

口
減

少
の

下
で

も
適

切
な

も
の

か
ど

う
か

を
判

断
で

き
る

仕
組

み
を

構
築

す
る

。
・
集

約
・
縮

減
の

対
象

と
す

る
公

共
施

設
等

に
つ

い
て

、
維

持
に

必
要

な
コ

ス
ト
の

公
開

、
住

民
の

意
向

調
査

の
実

施
、
利

用
者

負
担

の
引

上
げ

や
住

民
か

ら
の

分
担

金
の

徴
収

（施
設

を
存

続
す

る
場

合
）な

ど
の

手
法

を
活

用
す

る
。

主
な

取
組

方
針

効
果

・
目

標

さ
い

た
ま

市

○
ハ

コ
モ

ノ
３

原
則

・
新

規
整

備
は

原
則

と
し

て
行

わ
な

い
・
総

床
面

積
を

縮
減

（
6
0
年

間
で

1
5
％

程
度

）
等

○
イ

ン
フ

ラ
３

原
則

・
現

状
の

投
資

額
（
一

般
財

源
）
を

維
持

等

○
公

共
施

設
の

維
持

・
更

新
コ

ス
ト

（
2
0
5
0
度

ま
で

の
見

込
額

）
を

現
状

の
約

2
.2

倍
か

ら
約

1
.1

倍
に

縮
減

山
形

県

○
県

有
財

産
の

長
寿

命
化

と
維

持
管

理
コ

ス
ト

の
低

減
・
予

防
保

全
型

維
持

管
理

を
前

提
と

し
た

施
設

計
画

の
策

定
・
推

進
等

○
県

有
財

産
の

有
効

活
用

・
余

裕
ス

ペ
ー

ス
の

貸
付

や
転

用
の

推
進

等
○

県
有

財
産

の
総

量
縮

小
・
未

利
用

県
有

地
の

売
却

推
進

等

○
県

有
財

産
の

売
却

、
有

効
活

用
に

よ
り

、
年

２
億

円
の

歳
入

○
一

般
財

産
施

設
に

係
る

県
民

１
人

当
た

り
の

負
担

額
を

2
0
1
3
年

度
以

下
に

維
持

人
口

と
の

関
係

が
深

い
主

な
公

共
施

設
に

つ
い

て
、

2
0
2
5
年

の
将

来
人

口
を

目
標

と
し

、
今

後
５

年
（
2
0
1
5
年

～
2
0
2
0
年

）
で

重
点

的
に

集
約

・
2
0
2
5
年

の
人

口
は

2
0
1
5
年

と
比

べ
て

約
５

％
減

少
・
人

口
の

減
少

に
応

じ
、

以
下

の
施

設
を

集
約

し
、

ス
ト

ッ
ク

額
を

約
５

％
削

減
（
文

教
施

設
、

廃
棄

物
処

理
施

設
、

上
下

水
道

等
、

都
市

公
園

、
官

庁
施

設
等

）

2
0
2
0
年
度
の
維
持
管
理
・更

新
費
の
抑
制

効
果

約
1
,4

0
0
億
円

図
表

４
公

共
施

設
の

集
約

に
よ

る
維

持
管

理
・
更

新
費

の
効

果
（
試

算
）

図
表

２
自

治
体

に
よ

る
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
策

定
事

例
図

表
３

公
共

施
設

の
再

編
成

に
関

す
る

住
民

の
意

識
～

９
割

の
住

民
が

公
共

施
設

の
再

編
成

に
賛

成
～

（
備

考
）
日

本
政

策
投

資
銀

行
（
2
0
1
5）

「
公

共
施

設
に

関
す

る
住

民
意

識
調

査
（
平

成
2
6
年

度
版

）
」
に

よ
り

作
成

。

5月
19

日
諮

問
会

議
有

識
者

議
員

資
料

（
再

掲
）



平
成

2
７
年

６
月

１
日

 

高
市

議
員

提
出

資
料

 

地
域
経

済
再
生
と
財
政
健
全
化
の

両
立

に
向

け
て

 

資
料

１
－
３

H
2
7
.6

.1
 

第
8
回

経
済

財
政

諮
問

会
議

 
 高

市
議

員
提

出
資

料
 



地
域

経
済

再
生

と
財

政
健

全
化

の
両

立
に
向

け
た
今
後
の

取
組

 

目
標
：
地
域
経
済
再
生
と
財
政
健
全
化
の

両
立

 

○
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
の

効
果

を
全

国
各

地
に

届
け

、
ど

の
地

域
に

住
ん

で
も

、
安

全
な

環
境

で
生

活
が

で
き

、
質

の
高

い
教

育
や

 
 

必
要

な
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

、
働

く
場

所
が

あ
る

、
そ

う
い

う
元

気
で

豊
か

な
地

域
を

目
指

す
。

 
 ○

ロ
ー

カ
ル

・
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
の

取
組

を
さ

ら
に

加
速

化
さ

せ
、

地
域

経
済

の
好

循
環

を
確

立
し

、
地

域
経

済
再

生
が

財
政

健
全

化

を
促

し
、

そ
れ

が
ま

た
地

域
経

済
再

生
に

寄
与

す
る

と
い

う
「
経

済
再

生
と

財
政

健
全

化
の

両
立

」
に

向
け

た
努

力
を

継
続

。
 

目
標
の

実
現
に
向
け

た
具
体
的
対
応

 

３
 

地
方

税
財

政
の

改
革

 

・
メ

リ
ハ

リ
を

効
か

せ
た

歳
出

の
重

点
化

・
効

率
化

 

に
国

の
取

組
と

基
調

を
合

わ
せ

て
最

大
限

努
力

 
・
必

要
な

地
方

一
般

財
源

総
額

の
確

保
 

・
地

方
交

付
税

の
改

革
 

・
地

方
税

制
改

革
の

推
進

 
 

 
１

 
チ

ャ
レ

ン
ジ

す
る

地
方

の
支

援
 

 
・
地

方
税

収
の

増
収

の
た

め
の

取
組

の
推

進
 

・
地

域
経

済
好

循
環

推
進

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

 
・
「
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

事
業

費
」
の

創
設

に
よ

り
地

方
創

生
を

推
進

 
   

２
 

地
方

行
政

サ
ー

ビ
ス

改
革

 

 ・
地

方
自

治
体

の
業

務
改

革
 

 ・
地

方
自

治
体

の
財

政
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

強
化

 
 

（
地

方
財

政
の

見
え

る
化

の
推

進
）

 

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ※
国

と
地

方
は

車
の

両
輪

で
あ

り
、

財
政

健
全

化
を

進
め

る
に

あ
た

っ
て

は
、

そ
の

内
容

に
つ

い
て

地
方

自
治

体
の

理
解

と
納

得
を

得
て

、
双

方
が

 

協
力

し
て

積
極

的
に

取
り

組
む

こ
と

が
成

功
に

つ
な

が
る

。
ま

た
、

「
地

方
創

生
」
、

「
地

方
分

権
」
を

進
め

る
中

で
、

そ
れ

と
整

合
を

図
り

な
が

ら
 

 

進
め

て
い

く
こ

と
が

重
要

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
地
方
の

支
援
①
（
地
方
税
収
の

増
収
の

た
め

の
取
組
の

推
進
）

 

○
地

方
法

人
二

税
を

中
心

に
税

収
が

回
復

す
る

な
ど

、
ロ

ー
カ

ル
・ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
の

効
果

が
発

現
し

つ
つ

あ
る

 
○

今
後

、
地

域
経

済
好

循
環

推
進

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

な
ど

の
ロ

ー
カ

ル
・ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
の

取
組

を
さ

ら
に

加
速

化
さ

せ
、

地
方

税
収

の
増

収
を

実
現

 
 

【
地

方
法

人
二

税
の

都
道

府
県

別
増

加
率

】
 

（
Ｈ

２
５
→

Ｈ
２

６
）

 

※
 

各
都

道
府

県
に

お
け

る
地

方
法

人
二

税
（
法

人
住

民
税

及
び

法
人

事
業

税
（
地

方
法

人
特

別
税

を
含

ま
な

い
。

）
）
に

つ
い

て
、

平
成

2
5
年

度
（
平

成
2
6
年

3
月

末
現

在
）
収

入
額

と
比

較
し

た
平

成
2
6
年

度
（
平

成
2
7
年

3
月

末
現

在
）
収

入
額

の
増

加
率

。
 

 
（
平

成
26

年
度

道
府

県
税

徴
収

実
績

調
（
平

成
27

年
３

月
末

）
に

よ
る

）
 

【
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
に

よ
る

景
気

回
復

と
地

方
税

収
の

動
向

】
 

２
 

（
地

方
税

計
 

兆
円

）
 

（
地

方
法

人
二

税
 

兆
円

）
 

（
年

度
）

 

地
方

法
人

二
税

（
右

目
盛

り
）

 

※
 

地
方

税
計

及
び

地
方

法
人

二
税

は
、

地
方

法
人

特
別

譲
与

税
を

含
ん

だ
額

。
 

地
方

税
計

（
左

目
盛

り
）

 

（
決

算
見

込
）

 

39
.5

 
38

.9
 

34
.6

 
35

.1
 

35
.1

 
35

.5
 

36
.7

 
37

.8
 

9.
2 

8.
4 
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7 
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8 

6.
0 
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4 
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1 

8.
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地
域
経
済
の

好
循

環
拡

大
 

 
○

 
地

方
創
生

 

 
○

 
強

い
地
域
経

済
を
つ
く
る

 

最
重
要
課

題
 

 
 

 
 

市
町

村
の

創
業

支
援

事
業

計
画

（現
在

1
,0

83
団

体
）を

関
係

省
庁

が
集

中
支

援
し

、
よ

り
生

産
性

の
高

い
新

事
業

を
次

々
と

立
ち

上
げ

 

 
 

 
 

 
 

地
方

自
治

体
と

地
域

金
融

機
関

及
び

商
工

会
議

所
・商

工
会

等
と

の
緊

密
な

連
携

 

 
（
地

方
に

「
し

ご
と

」
を

つ
く
り

、
「
し

ご
と

」
が

「
ひ

と
」
を

呼
び

、
「
ひ

と
」
が

「
し

ご
と

」
を

呼
び

込
む

好
循

環
）
 

  
  
  

地
方

自
治

体
を

核
と

し
て

、
需

要
家

、
地

域
エ

ネ
ル

ギ
ー

会
社

及
び

金
融

機
関

等
、

地
域

の
総

力
を

挙
げ

て
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
を

推
進

し
、

 
バ

イ
オ

マ
ス

、
風

力
、

廃
棄

物
等

の
地

域
資

源
を

活
用

し
た

地
域

エ
ネ

ル
ギ

ー
事

業
を

次
々

と
立

ち
上

げ
 

 ロ
ー

カ
ル

1
0
,0

0
0
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

 

 分
散
型
エ
ネ

ル
ギ

ー
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

 

自
治
体
イ
ン
フ
ラ
の

民
間

開
放

 

電
力

小
売

の
全

面
自

由
化

を
好

機
に

、
家

計
や

企
業

か
ら

の
電

気
料

金
（
約

1
8
兆

円
）の

１
割

で
も

地
域

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

産
業

に
ま

わ
れ

ば
、

年
間

1
.8

兆
円

と
い

う
資

金
が

地
域

に
還

流
す

る
可

能
性

 

３
 

チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
地
方
の

支
援
②
（
地
域
経
済
好
循
環
推
進
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
）

 
－
為
替
変
動
に
も
強

い
地

域
の

経
済

構
造
改

革
と
地
方

か
ら
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

押
し
上
げ

－
 

○
 

地
域

経
済

の
好

循
環

の
拡

大
を

推
進

し
、

地
方

自
治

体
が

核
と

な
っ

て
Ｇ

Ｄ
Ｐ

の
押

し
上

げ
を

図
る

と
と

も
に

、
為

替
変

動
に

も
強

い
地

域
の

 

経
済

構
造

改
革

を
推

進
 

地
域

経
済

好
循

環
拡

大
推

進
会

議
（
５

月
２

６
日

）
 

イ
ニ

シ
ャ

ル
コ

ス
ト

無
し

で
、

ビ
ジ

ネ
ス

拠
点

や
生

産
性

向
上

ツ
ー

ル
と

し
て

提
供

 

公
共

施
設

オ
ー

プ
ン

・
リ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

（
新

し
く
素

敵
な

公
共

空
間

を
起

業
に

提
供

） 
地

域
サ

ー
ビ

ス
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

ク
ラ

ウ
ド

（
自

治
体

保
有

情
報

シ
ス

テ
ム

で
中

小
企

業
の

業
務

を
支

援
）
 

（
参

考
）
地

域
経

済
循

環
創

造
事

業
交

付
金

 
 先

行
モ

デ
ル

（
2
1
5事

業
）
に

み
る

効
果

推
計

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 G

D
P

押
し

上
げ

効
果

：１
事

業
あ

た
り

約
１

億
円

（フ
ロ

ー
の

直
接

効
果

の
み

） 
  

  
  

  
  

初
期

投
資

額
（
ス

ト
ッ

ク
）
約

0
.7

億
円

 

○
  

地
方
自
治
体

が
エ
ン
ジ

ン
と
な

り
「
し
ご
と
」
を
つ
く
り

 地
方
か

ら
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
押

し
上

げ
（

0
.3
～

0
.4

%
程

度
を
目

途
）

 

（
地

域
経

済
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
サ

イ
ク
ル

の
全

国
展
開
）

 

議
題

１
「
地

方
創

生
・
女

性
 

 
 

活
躍

」
に

お
い

て
別

途
説

明
 



○
地

方
交

付
税

に
お

け
る

成
果

指
標

等
の

反
映

 

・
「
地

域
の

元
気

創
造

事
業

費
」
に

つ
い

て
は

、
人

口
を

基
本

と
し

た
上

で
、

行
革

努
力

や
地

域
経

済
活

性
化

の
成

果
指

標
を

反
映

 

・
「
人

口
減

少
等

特
別

対
策

事
業

費
」
に

つ
い

て
は

、
人

口
を

基
本

と
し

た
上

で
、

ま
ち

・

ひ
と

・
し

ご
と

創
生

の
「
取

組
の

必
要

度
」
及

び
「
取

組
の

成
果

」
を

反
映

 

地
域

の
元

気
創

造
事

業
費

の
指

標
（
平

成
２

７
年

度
）

 

（
ⅰ

）
行

革
努

力
分

（
3,

00
0億

円
）

 （
ⅱ

）
地

域
経

済
活

性
化

分
（

90
0億

円
）

 
 

・職
員

数
削

減
率

 
 

・ラ
ス

パ
イ

レ
ス

指
数

 
 

・人
件

費
削

減
率

 
 

・経
常

的
経

費
削

減
率

 
 

・地
方

債
残

高
削

減
率

 

 
・第

一
次

産
業

（農
業

）産
出

額
 

 
・製

造
品

出
荷

額
 

 
・小

売
業

年
間

商
品

販
売

額
 

 
・延

べ
宿

泊
者

数
 

 
・一

人
当

た
り

県
民

所
得

 
 

 
（地

方
税

収
） 

 
・若

年
者

就
業

率
 

   ・
女

性
就

業
率

（※
） 

 
・従

業
者

数
 

 
・事

業
所

数
 

 
・転

入
者

人
口

比
率

 ４
 

人
口

減
少

等
特

別
対

策
事

業
費

の
指

標
（
平

成
２

７
年

度
）

 

○
地

方
財

政
計

画
に

「ま
ち

・
ひ

と
・し

ご
と

創
生

事
業

費
」（

１
兆

円
）
を

計
上

 
・
地

方
自

治
体

が
自

主
性

・
主

体
性

を
最

大
限

発
揮

し
て

地
方

創
生

に
取

り
組

み
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
き

め
細

か
な

施
策

を
可

能
に

す
る

観
点

か
ら

、
平

成
２

７
年

度
地

方

財
政

計
画

の
歳

出
に

「
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

事
業

費
」
（
１

兆
円

）
を

計
上

 

 
・人

口
増

減
率

 
 

・転
入

者
人

口
比

率
 

 
・転

出
者

人
口

比
率

 
 

・年
少

者
人

口
比

率
 

 
・自

然
増

減
率

 
   ・

若
年

者
就

業
率

 
 

・女
性

就
業

率
 

 
・有

効
求

人
倍

率
 

 
・一

人
当

た
り

各
産

業
の

売
上

高
（※

） 

 
・人

口
増

減
率

 
 

・転
入

者
人

口
比

率
 

 
・転

出
者

人
口

比
率

 
 

・年
少

者
人

口
比

率
 

 
・自

然
増

減
率

 
   ・

若
年

者
就

業
率

 
 

・女
性

就
業

率
 

 
 

（
以

下
の

指
標

に
つ

い
て

、
現

状
の

数
値

が
悪

い
団

体
の

需
要

額
を

割
増

し
） 

 
（
以

下
の

指
標

に
つ

い
て

、
全

国
の

伸
率

と
の

差
に

応
じ

て
需

要
額

を
割

増
し

）
 

（
※

第
一

次
産

業
（
農

業
）
産

出
額

、
製

造
品

出
荷

額
、

小
売

業
年

間
商

品
販

売
額

、
卸

売
業

年
間

商
品

 
 

販
売

額
の

合
計

） 

（※
平

成
27

年
度

算
定

か
ら

、
新

た
に

「女
性

就
業

率
」の

指
標

を
追

加
） 

（
注

）
地

域
経

済
活

性
化

分
に

つ
い

て
は

、
上

記
の

ほ
か

、
 特

別
交

付
税

で
１

０
０

億
円

程
度

を
配

分
 

チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
地
方
の

支
援
③
（
ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご
と
創
生
事
業
費
）

 

 
 

  
 

   
 

 ○
今

後
の

対
応

 
・
平

成
２

８
年

度
以

降
に

つ
い

て
は

、
地

方
法

人
課

税
の

偏
在

是
正

を
進

め
る

こ
と

等

に
よ

り
恒

久
財

源
を

確
保

し
つ

つ
、

期
間

に
つ

い
て

は
少

な
く
と

も
総

合
戦

略
の

期
間

で
あ

る
５

年
間

は
継

続
し

、
規

模
に

つ
い

て
は

１
兆

円
程

度
の

額
を

維
持

で
き

る
よ

う

努
め

る
 

・
「
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

事
業

費
」
の

地
方

交
付

税
の

算
定

に
お

い
て

地
域

の
 

 
 

活
性

化
等

の
取

組
の

成
果

を
一

層
反

映
 

（
ⅰ

）
取

組
の

必
要

度
（

5,
00

0億
円

）
 

（
ⅱ

）
取

組
の

成
果

（
1,

00
0億

円
）

 

○
平

成
２

７
年

度
に

「
ま

ち
・
ひ

と
・し

ご
と

創
生

事
業

費
」（

１
兆

円
）
を

創
設

 

○
地

方
法

人
課

税
の

偏
在

是
正

を
進

め
る

こ
と

等
に

よ
り

恒
久

財
源

を
確

保
し

、
今

後
少

な
く
と

も
５

年
間

は
継

続
 

○
「
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

事
業

費
」の

地
方

交
付

税
の

算
定

に
お

い
て

地
域

の
活

性
化

等
の

取
組

の
成

果
を

一
層

反
映

 

 



【
総

務
事

務
セ

ン
タ

ー
等

導
入

団
体

】
 （

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

現
在

）
 

都
道

府
県

 4
3
団

体
 

政
令

市
 1

3
団

体
 

市
町

村
 1

3
0
団

体
 

地
方
行
政

サ
ー

ビ
ス
改
革
①
（
地
方
自
治
体
の

業
務
改
革
）

 

①
業

務
改

革
を

推
進

す
る

た
め

、
各

地
方

自
治

体
に

お
け

る
取

組
状

況
を

比
較

可
能

な
形

で
公

表

し
、

取
組

状
況

の
見

え
る

化
を

実
施

（
指

定
管

理
者

制
度

、
民

間
委

託
、

自
治

体
ク

ラ
ウ

ド
等

）
 

②
 Ｂ

Ｐ
Ｒ

の
手

法
及

び
ＩＣ

Ｔ
を

活
用

し
、

総
合

窓
口

の
導

入
・
ア

ウ
ト

ソ
ー

シ
ン

グ
、

庶
務

業
務

の
 

集
約

化
等

に
一

体
的

に
取

り
組

む
地

方
自

治
体

を
支

援
す

る
「

業
務

改
革

モ
デ

ル
 

 
 

 
 

 
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
を

実
施

し
、

優
良

事
例

の
横

展
開

を
図

る
 

③
業

務
改

革
の

留
意

事
項

に
関

す
る

助
言

を
行

い
、

地
方

自
治

体
に

お
け

る
取

組
状

況
を

毎
年

度

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
 

 
（
利

用
者

の
機

会
費

用
や

行
政

コ
ス

ト
の

削
減

を
目

指
し

、
汎

用
性

の
あ

る
先

進
的

な
改

革

 
（
総

合
窓

口
化

・
ア

ウ
ト

ソ
ー

シ
ン

グ
等

窓
口

業
務

改
革

、
庶

務
業

務
の

集
約

化
・
ア

ウ
ト

 
ソ

ー
シ

ン
グ

等
内

部
管

理
業

務
改

革
等

）
に

取
り

組
む

市
町

村
の

数
を

平
成

３
２

年
度

ま
で

に
 

 
 

 
倍

増
）

 

【
民

間
委

託
の

導
入

割
合

（
市

町
村

）
】

（
平

成
2
6
年

1
0
月

1
日

現
在

）
 

8
0
％

以
上

⇒
 

本
庁

舎
清

掃
、

夜
間

警
備

、
案

内
受

付
、

電
話

交
換

、
一

般
ご

み
収

集
、

水
道

メ
ー

タ
ー

検
針

等
 

割
合

が
低

い
⇒

 
学

校
用

務
員

2
9
%
 

学
校

給
食

5
7
%
 

【
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
施

設
数

】
 （

平
成

2
4
年

4
月

1
日

現
在

）
 

7
3
,4

7
6
施

設
 

 
（
都

道
府

県
 7

,1
2
3
、

政
令

市
 7

,6
4
1
、

市
町

村
 5

8
,1

7
2
) 

５
 

○
自

治
体

情
報

シ
ス

テ
ム

の
ク

ラ
ウ

ド
化

の
拡

大
 

【
ク

ラ
ウ

ド
導

入
市

区
町

村
】
 

（
平

成
2
6
年

４
月

１
日

現
在

）
 

5
5
0
団

体
（
う

ち
自

治
体

ク
ラ

ウ
ド

（
複

数
団

体
共

同
で

の
ク

ラ
ウ

ド
化

）
2
1
1
、

単
独

ク
ラ

ウ
ド

（
単

独
団

体
で

の
ク

ラ
ウ

ド
化

）
3
3
9
） 

○
 ｅ

ガ
バ

メ
ン

ト
閣

僚
会

議
の

下
に

発
足

し
た

遠
藤

政
府

Ｃ
ＩＯ

を
主

査
と

す
る

「
国

・
地

方
ＩＴ

化
・ 

 Ｂ
Ｐ

Ｒ
推

進
チ

ー
ム

」
に

お
け

る
議

論
等

を
踏

ま
え

、
自

治
体

ク
ラ

ウ
ド

の
取

組
事

例
に

つ
い

て
 具

体
的

に
分

析
・
整

理
を

行
い

、
情

報
提

供
・
助

言
を

行
う

こ
と

で
、

取
組

を
積

極
的

に
展

開
 （平

成
２

９
年

度
ま

で
に

ク
ラ

ウ
ド

導
入

市
区

町
村

の
倍

増
）

 
○

P
P

P
/
P

F
Iの

拡
大

 

  ・
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
策

定
や

固
定

資
産

台
帳

の
整

備
を

促
進

す
る

と
と

も
に

、
優

良
事

例
の

横
展

開
や

PF
I事

業
に

係
る

財
政

措
置

上
の

イ
コ

ー
ル

 
 

 
 

 
 

フ
ッ

テ
ィ

ン
グ

を
図

り
、

民
間

事
業

者
の

PP
P/

PF
I事

業
へ

の
参

入
を

促
進

 

○
国

・
地

方
を

通
じ

て
、

質
の

高
い

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
効

率
的

・効
果

的
に

提
供

す
る

こ
と

が
必

要
 

○
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

オ
ー

プ
ン

化
・
ア

ウ
ト

ソ
ー

シ
ン

グ
等

の
推

進
（
民

間
委

託
・
指

定
管

理
者

制
度

等
の

活
用

）
、

自
治

体
情

報
シ

ス
テ

ム
の

 
 

 
ク

ラ
ウ

ド
化

の
拡

大
、

P
P

P
/P

F
Iの

拡
大

、
公

営
企

業
・
第

三
セ

ク
タ

ー
等

の
経

営
健

全
化

な
ど

の
業

務
改

革
を

推
進

 

○
業

務
改

革
を

推
進

す
る

た
め

、
民

間
委

託
や

ク
ラ

ウ
ド

化
な

ど
の

各
地

方
自

治
体

に
お

け
る

取
組

状
況

を
比

較
可

能
な

形
で

公
表

し
、

取
組

 
 

状
況

の
見

え
る

化
を

実
施

 

 ○
公

営
企

業
・
第

三
セ

ク
タ

ー
等

の
経

営
健

全
化

 
 

・
公

営
企

業
に

つ
い

て
、

経
営

戦
略

の
策

定
を

促
進

す
る

と
と

も
に

、
指

標
を

活
用

し
た

的
確

な
経

営
状

況
の

把
握

、
見

え
る

化
を

推
進

。
ま

た
、

事
業

の
広

域
化

や
統

合
、

PP
P/

PF
Iや

民
間

委
託

等
の

民
間

資
金

・
ノ

ウ
ハ

ウ
の

活
用

等
の

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
積

極
的

な
取

組
を

推
進

 

・
第

三
セ

ク
タ

ー
等

に
つ

い
て

、
指

針
（

H2
6.

8策
定

）
を

踏
ま

え
た

経
営

健
全

化
を

推
進

す
る

と
と

も
に

、
優

良
事

例
の

横
展

開
を

図
る

 

○
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

オ
ー

プ
ン

化
・
ア

ウ
ト

ソ
ー

シ
ン

グ
等

の
推

進
 



６
 

地
方
行
政
サ

ー
ビ
ス
改
革
②

(地
方

自
治
体
の

財
政
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の

強
化

(地
方
財
政
の

見
え
る
化
の

推
進

))
 

公
共

施
設

等
の

管
理

 

ま
ち

づ
く
り

 
国

土
強

靱
化

 

○
 P

P
P

/
P

F
Iの

活
用

 
○

 将
来

の
ま

ち
づ

く
り

を
見

据
え

た
検

討
 

○
 議

会
・
住

民
と

の
情

報
及

び
現

状
認

識
の

共
有

 

○
 長

期
的

視
点

に
立

っ
た

老
朽

化
対

策
の

推
進

 
○

 適
切

な
維

持
管

理
・
修

繕
の

実
施

 
○

 ト
ー

タ
ル

コ
ス

ト
の

縮
減

・
平

準
化

 
○

 計
画

の
不

断
の

見
直

し
・
充

実
 

○
 計

画
的

な
点

検
・
診

断
 

○
 修

繕
・
更

新
の

履
歴

の
集

積
・
蓄

積
 

○
 公

共
施

設
等

の
安

全
性

の
確

保
 

○
 耐

震
化

の
推

進
 

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
に

よ
る

取
組

の
推

進
イ

メ
ー

ジ
 

地
方

公
会

計
の

活
用

例
（
公

共
施

設
等

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
）

 

公
民

館
Ａ

 
公

民
館

Ｂ
 

公
民

館
Ｃ

 

人
件

費
 

退
職

手
当

引
当

金
 

減
価

償
却

費
 

・
 

・
 

・
 

１
，

８
６

０
万

円
 

１
９

０
万

円
 

９
５

０
万

円
 

・
 

・
 

・
 

１
，

２
２

０
万

円
 

１
２

０
万

円
 

６
１

０
万

円
 

・
 

・
 

・
 

１
，

９
１

０
万

円
 

１
９

０
万

円
 

７
９

０
万

円
 

・
 

・
 

・
 

利
用

者
１

人
 

当
た

り
コ

ス
ト

 
１

，
６

６
０

円
 

１
，

４
０

０
円

 
２

，
２

９
０

円
 

 
施

設
別

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

を
作

成
す

る
こ

と
で

、
退

職
手

当
引

当
金

や
減

価
償

却
費

も
含

め
た

ト
ー

タ
ル

コ
ス

ト
に

よ
る

セ
グ

メ
ン

ト
分

析
が

可
能

と
な

り
、

そ
の

結
果

を
施

設
の

統
廃

合
や

適
正

配
置

の
議

論
に

活
用

 

施
設

別
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
 

○
地

方
自

治
体

の
財

政
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

強
化

や
そ

れ
を

通
じ

た
歳

出
の

効
率

化
の

た
め

、
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
策

定
、

地
方

公
会

計

の
整

備
、

公
営

企
業

会
計

の
適

用
拡

大
な

ど
、

地
方

財
政

の
見

え
る

化
を

推
進

 

 ○
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
策

定
促

進
 

  ・
 平

成
26

年
度

か
ら

28
年

度
ま

で
の

３
年

間
で

、
長

期
的

視
点

に
立

っ
て

公
共

施
設

等
の

総
合

的
 

か
つ

計
画

的
な

管
理

を
行

う
た

め
の

計
画

を
策

定
す

る
よ

う
全

地
方

自
治

体
に

要
請

（
H2

6.
4.

22
）

  
 

※
全

都
道

府
県

、
全

市
町

村
が

計
画

を
策

定
予

定
 

  ・
 公

共
施

設
の

集
約

化
・
複

合
化

、
転

用
事

業
の

た
め

の
地

方
債

措
置

の
創

設
（

H2
7年

度
よ

り
）

 
等

に
よ

り
、

公
共

施
設

等
の

最
適

配
置

の
実

現
に

向
け

た
取

組
を

支
援

 
・

 こ
う

し
た

支
援

を
通

じ
、

公
共

施
設

等
の

集
約

化
・複

合
化

等
に

踏
み

込
ん

だ
計

画
と

な
る

よ
う

促
す

 

※
「
イ

ン
フ

ラ
老

朽
化

対
策

の
推

進
に

関
す

る
関

係
省

庁
連

絡
会

議
」
等

を
活

用
し

、
国

と
地

方
 

 

自
治

体
の

適
切

な
連

携
を

図
る

 

○
地

方
公

会
計

の
整

備
促

進
 

 ・
原

則
と

し
て

平
成

27
年

度
か

ら
29

年
度

ま
で

の
３

年
間

で
、

公
表

を
前

提
と

し
た

固
定

資
産

台
帳

を

含
む

統
一

的
な

基
準

に
よ

る
財

務
書

類
等

を
作

成
し

、
予

算
編

成
等

に
積

極
的

に
活

用
す

る
よ

う

全
地

方
自

治
体

に
要

請
（

H2
7.

1.
23

）
 

・ 
地

方
公

会
計

に
よ

っ
て

把
握

さ
れ

る
新

た
な

財
政

指
標

を
既

存
の

指
標

と
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
 

財
政

分
析

機
能

を
強

化
 

○
公

営
企

業
会

計
の

適
用

拡
大

の
推

進
等

 
・

 平
成

27
年

度
か

ら
31

年
度

ま
で

の
５

年
間

で
、

下
水

道
事

業
及

び
簡

易
水

道
事

業
を

「
重

点
 

 

事
業

」
と

位
置

づ
け

、
公

営
企

業
会

計
の

適
用

に
取

り
組

む
よ

う
全

地
方

自
治

体
に

要
請

（
H2

7.
1.

27
）

 
・

 公
営

企
業

会
計

の
導

入
に

よ
り

、
公

営
企

業
の

経
営

、
資

産
等

を
正

確
に

把
握

す
る

こ
と

が
 

可
能

と
な

り
、

よ
り

計
画

的
な

経
営

基
盤

・
財

政
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

強
化

 

○
Ｐ

Ｐ
Ｐ

/Ｐ
Ｆ

Ｉ事
業

へ
の

参
入

促
進

 
・
上

記
の

取
組

に
よ

っ
て

、
民

間
事

業
者

に
対

し
て

十
分

な
情

報
開

示
・
提

供
を

行
い

、
Ｐ

Ｐ
Ｐ

/Ｐ
Ｆ

Ｉ

事
業

へ
の

参
入

を
促

進
 



05101520

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

投
資

的
経

費
（
単

独
）

 

投
資

的
経

費
（
補

助
）

 

７
 

 

地
方

税
財
政
の

改
革
①
（
歳
出
の

重
点
化
・
効
率
化

/地
方
の

一
般
財
源
総
額
の

確
保
）

 
 ○

 国
の

取
組

と
基

調
を

合
わ

せ
て

メ
リ

ハ
リ

を
効

か
せ

た
歳

出
の

重
点

化
・
効

率
化

に
最

大
限

努
力

。
国

と
地

方
を

通
じ

た
財

政
健

全
化

の
た

め
に

は
、

地
方

歳
出

の
大

半
が

法
令

等
に

よ
り

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
経

費
や

国
の

補
助

事
業

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

ま
ず

は
国

の
法

令
、

補
助

金
、

制
度

等
の

見
直

し
を

行
う

こ
と

が
必

要
 

○
防

災
対

策
や

地
方

創
生

等
の

重
要

課
題

に
取

り
組

み
つ

つ
、

地
方

が
安

定
的

に
財

政
運

営
を

行
え

る
よ

う
、

必
要

な
地

方
の

一
般

財
源

総
額

を

 し
っ

か
り

と
確

保
。

ま
た

、
経

済
再

生
に

合
わ

せ
、

リ
ー

マ
ン

シ
ョ

ッ
ク

後
の

危
機

対
応

モ
ー

ド
か

ら
平

時
モ

ー
ド

へ
の

切
替

え
を

進
め

て
い

く
 

 

 

 
 

 

 

（
兆

円
）

 

70809010
0

H1
3 

H1
4 

H1
5 

H1
6 

H1
7 

H1
8 

H1
9 

H2
0 

H2
1 

H2
2 

H2
3 

H2
4 

H2
5 

H2
6 

H2
7 

地
方

財
政

計
画

歳
出

総
額

 

国
の

予
算

総
額

（
一

般
会

計
）

 

（
年

度
）
 

【
国

の
予

算
総

額
（
一

般
会

計
）
と

地
方

財
政

計
画

歳
出

総
額

の
推

移
】

 

 

※
 

一
般

行
政

経
費

は
社

会
保

障
関

係
費

等
の

ソ
フ

ト
経

費
、

投
資

的
経

費
は

公
共

事
業

等
の

ハ
ー

ド
経

費
。

補
助

は
国

庫
補

助
金

を
伴

う
も

の
で

あ
り

、
単

独
は

国
庫

補
助

金
を

伴
わ

な
い

も
の

。
 

・
 

地
方

財
政

計
画

の
歳

出
総

額
は

、
歳

出
特

別
枠

を
含

め
て

ピ
ー

ク
時

（
H

1
3
：
8
9
.3

兆
円

）
か

ら
相

当
程

度
抑

制
（
H

2
7
：
8
5
.3

兆
円

）
 

 

・
 

社
会

保
障

関
係

費
を

中
心

と
す

る
一

般
行

政
経

費
に

つ
い

て
は

、
単

独
 

事
業

が
横

ば
い

で
あ

る
一

方
、

補
助

事
業

が
大

幅
に

増
加

。
歳

出
の

抑
制

に
は

そ
の

改
革

が
重

要
 

（
兆

円
）

 
【
地

方
財

政
計

画
の

一
般

行
政

経
費

・
投

資
的

経
費

の
推

移
】

 

一
般

行
政

経
費

（
補

助
）

 

一
般

行
政

経
費

（
単

独
）

 

（
年
度
）
 



８
 

地
方

税
財
政
の

改
革
②
（
地
方
交
付
税
の

改
革
）

 

○
地

方
交

付
税

制
度

の
財

源
保

障
機

能
を

適
切

に
働

か
せ

、
住

民
生

活
の

安
心

・
安

全
を

確
保

し
つ

つ
、

歳
出

の
効

率
化

、
地

域
の

活
性

化
、

経
営

資
源

の
有

効
活

用
な

ど
を

推
進

す
る

観
点

か
ら

、
以

下
の

よ
う

な
地

方
交

付
税

の
改

革
に

取
り

組
む

 

【
今

後
の

地
方

交
付

税
の

改
革

】 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
・
公

共
施

設
等

の
集

約
化

・
複

合
化

等
に

踏
み

込
ん

だ
公

共
施

設
等

 
 

総
合

管
理

計
画

を
策

定
し

、
具

体
的

に
公

共
施

設
等

を
縮

減
し

、
最

適

配
置

等
の

実
現

に
取

り
組

む
地

方
自

治
体

に
つ

い
て

交
付

税
措

置
を

手
厚

く
す

る
こ

と
に

よ
り

支
援

（
公

共
施

設
最

適
化

事
業

債
等

）
 

・
経

営
戦

略
を

策
定

し
、

経
営

の
効

率
化

に
取

り
組

む
公

営
企

業
を

 
 

 
重

点
的

に
支

援
 

 
 

（
例

１
）
 

・
病

院
事

業
に

つ
い

て
、

新
公

立
病

院
改

革
プ

ラ
ン

（
公

立
病

院
に

お
け

る

経
営

戦
略

）
を

策
定

し
、

再
編

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
化

に
取

り
組

む
地

方
自

治

体
に

対
し

、
交

付
税

措
置

を
重

点
化

（
H

2
7
）
 

（
例

２
）
 

・
水

道
事

業
に

つ
い

て
、

経
営

戦
略

を
策

定
し

、
広

域
化

の
た

め
の

施
設

及
び

シ
ス

テ
ム

の
統

合
・
共

同
化

等
に

取
り

組
む

地
方

自
治

体
に

対
し

、

交
付

税
措

置
の

重
点

化
（
H

2
8
～

）
を

検
討

 

（
例

３
）
 

・
下

水
道

事
業

の
高

資
本

費
対

策
に

係
る

交
付

税
措

置
に

つ
い

て
、

経
営

戦
略

策
定

の
要

件
化

を
検

討
 

④
 

広
域

連
携

を
推

進
す

る
地

方
自

治
体

を
地

方
交

付
税

で
支

援
 

（
合

理
的

・
効

率
的

な
行

財
政

運
営

の
例

）
 

 
・
自

治
体

情
報

シ
ス

テ
ム

の
ク

ラ
ウ

ド
化

 

 
・
庶

務
業

務
の

集
約

化
の

た
め

の
総

務
事

務
セ

ン
タ

ー
等

の
導

入
 

 
・
民

間
委

託
や

指
定

管
理

者
制

度
、

地
方

独
立

行
政

法
人

制
度

の
活

用
 

・
地

方
自

治
体

の
区

域
を

越
え

て
、

連
携

中
枢

都
市

圏
、

定
住

自
立

圏

の
広

域
連

携
を

推
進

し
、

適
切

な
役

割
分

担
を

行
う

地
方

自
治

体
を

地
方

交
付

税
で

支
援

 

③
 

「
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

事
業

費
」
の

地
方

交
付

税
の

算
定

に
 

 
お

い
て

地
域

の
活

性
化

等
の

取
組

の
成

果
を

一
層

反
映

（
再

掲
）

 

②
 

地
方

税
の

実
効

的
な

徴
収

対
策

を
行

う
地

方
自

治
体

の
徴

収
率

 

 
を

標
準

的
な

徴
収

率
と

し
て

基
準

財
政

収
入

額
の

算
定

に
反

映
 

①
 

歳
出

効
率

化
に

向
け

た
取

組
で

他
団

体
の

モ
デ

ル
と

な
る

よ
う

な

 
も

の
を

基
準

財
政

需
要

額
の

算
定

に
反

映
 

 

⑤
 

経
営

資
源

の
有

効
活

用
に

取
り

組
む

地
方

自
治

体
を

地
方

交
付

税

で
支

援
 



 

地
方
税

財
政
の

改
革
③
（
地
方
税
制
改
革
の

推
進
）

 

○
地

方
税

の
応

益
原

則
等

を
踏

ま
え

つ
つ

、
人

口
減

少
、

高
齢

化
が

進
む

中
で

持
続

的
な

成
長

を
可

能
と

す
る

社
会

の
実

現
を

目
指

す
観

点
か

ら
、

地
方

税
収

を
確

保
し

つ
つ

、
税

源
の

偏
在

性
が

小
さ

く
税

収
が

安
定

的
な

地
方

税
体

系
の

構
築

に
向

け
た

地
方

税
制

改
革

を
推

進
 

○
地

方
法

人
課

税
改

革
 

 
・
広

く
負

担
を

分
か

ち
合

い
「
稼

ぐ
力

」
の

あ
る

企
業

の
負

担
を

軽
減

す
る

法
人

税
改

革
の

一
環

と
し

て
、

国
税

と
歩

調
を

合
わ

せ
て

地
方

法
人

課
税

改
革

を
更

に
推

進
 

•
 大

法
人

向
け

の
外

形
標

準
課

税
の

更
な

る
拡

大
に

向
け

た
検

討
 

•
 分

割
基

準
や

資
本

割
の

課
税

標
準

の
あ

り
方

等
に

つ
い

て
検

討
 

•
 そ

の
他

関
連

す
る

制
度

に
つ

い
て

幅
広

く
検

討
 

 
・
消

費
税

率
（
国

・
地

方
）
1
0
％

段
階

に
お

い
て

、
更

な
る

法
人

住
民

税
法

人
税

割
の

地
方

交
付

税
原

資
化

等

の
地

方
法

人
課

税
の

偏
在

是
正

を
実

施
 

○
地

方
消

費
税

率
 

 
・
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
に

よ
る

経
済

成
長

を
全

国
各

地
ま

で
行

き
渡

ら
せ

、
地

方
の

社
会

保
障

財
源

を
支

え
る

地
方

消
費

税
率

の
引

上
げ

（
1
.7

→
2
.2

％
）
を

平
成

2
9
年

4
月

に
実

施
 

○
女

性
の

活
躍

推
進

・
子

育
て

世
代

の
活

力
維

持
と

格
差

の
固

定
化

防
止

 
 

・
女

性
の

活
躍

推
進

、
子

育
て

支
援

等
の

観
点

を
踏

ま
え

、
働

き
方

の
選

択
に

対
し

て
中

立
的

な
税

制
の

構

築
に

向
け

て
、

所
得

税
（
国

税
）
と

合
わ

せ
て

、
個

人
住

民
税

の
あ

り
方

を
検

討
 

 
 

※
 

今
後

の
人

口
減

少
、

少
子

高
齢

社
会

に
対

応
し

た
税

制
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

中
で

、
個

人
住

民
税

に
つ

い

て
は

、
地

域
社

会
の

費
用

を
住

民
が

そ
の

能
力

に
応

じ
て

広
く
負

担
を

分
か

ち
合

う
と

い
う

「地
域

社
会

の
会

費

的
性

格
」
を

踏
ま

え
、

見
直

し
を

検
討

す
る

必
要

 

 
・
格

差
の

固
定

化
防

止
や

税
負

担
の

公
平

性
等

の
観

点
か

ら
固

定
資

産
税

の
あ

り
方

を
検

討
 

○
地

方
税

の
グ

リ
ー

ン
化

の
推

進
 

 
・
C

O
P

２
１

に
向

け
て

、
与

党
税

制
改

正
大

綱
の

方
針

に
沿

っ
て

地
方

の
地

球
温

暖
化

対
策

に
関

す
る

財
源

を

確
保

 

 
・
消

費
税

率
（
国

・
地

方
）
1
0
％

段
階

に
お

い
て

、
与

党
税

制
改

正
大

綱
の

方
針

に
沿

っ
て

車
体

課
税

を
見

直
し

 

【
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
に

よ
る

景
気

回
復

と
地

方
税

収
の

動
向

】
 

【
地

方
税

収
の

構
成

（
平

成
27

年
度

地
財

計
画

）
】

 ９
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303540

19
20

21
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25
26

（
地

方
税

計
兆

円
）

（
地

方
法

人
二

税
、

地
方

消
費

税
兆

円
）

地
方

法
人

二
税

（
右

目
盛

り
）

地
方

消
費

税

（
右

目
盛

り
）

（
推

計
）

年
度

地
方

税
計

（
左

目
盛

り
）



１
０

 

 

※
 

地
方

は
赤

字
地

方
債

（
臨

時
財

政
対

策
債

等
）を

国
が

設
定

し
た

枠
内

で
し

か
発

行
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

収
支

均
衡

を
図

る
た

め
に

は
、

歳
出

を
削

減
せ

ざ
る

を
得

な
い

た
め

、
 

 
 

結
果

と
し

て
、

財
政

赤
字

や
債

務
残

高
の

数
値

が
国

と
比

べ
て

良
く
な

っ
て

い
る

も
の

。
 

 

○
地

方
の

財
政

赤
字

や
債

務
残

高
は

国
よ

り
も

小
さ

い
が

、
そ

れ
で

も
諸

外
国

よ
り

は
多

額
の

債
務

残
高

（
平

成
２

７
年

度
末

見
込

み
：
１

９
９

兆
円

）

 を
抱

え
て

い
る

 

○
過
去
の
赤
字
の
累
積
で
あ
る
交
付
税
特
別
会
計
借
入
金
（
約
３
３
兆
円
）
や
臨
時
財
政
対
策
債
（
約
５
０
兆
円
）
の
償
還
を
行
わ
な
け
れ
ば

 な
ら

な
い
こ

と
か
ら
、
仮
に
単
年
度
の
財
政

収
支

の
状

況
が
改
善

し
て

も
、

地
方
交
付

税
の
法
定
率
の
見
直
し
を
行
う
状
況
に
は
な
い

 
 

 

1
9
0
.0

 

9
9
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9
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1
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1
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1
0
7
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4
7
.0

 

5
.9

 
1
0
.3

 
1
2
.6

 
9
.6

 

0

5
0

1
00

1
50

2
00

日
 

英
 

仏
 

伊
 

３
カ

国
平

均
 

（
英

・
仏

・
伊

）
 

（
％

）
 

国
 

地
方

 
国

が
地

方
の

約
1
1
倍

 

国
が

地
方

の
約

４
倍

 

【
国

・
地

方
の

債
務

残
高

（
Ｇ

Ｄ
Ｐ

比
）
の

国
際

比
較

】
 

（
出

典
）
 

O
E
C

D
デ

ー
タ

 、
内

閣
府

「
国

民
経

済
計

算
」
よ

り
作

成
（
2
0
1
2年

度
）
 

連
 邦

 国
 家

 を
 除

 く
 Ｇ

 ７
 各

 国
 

４
：
１

 
１

７
：
１

 
９

：
１

 
１

０
：
１

 
１

１
：
１

 
国

：
地

方
 

そ
の

他
①
（
地
方
交
付
税
の
法
定
率
に
つ
い
て
）
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2
7

交
付
税
特
会
借
入
金
残
高

（
地
方
負
担
分
）
 

公
営
企
業
債
残
高
（
普
通

会
計
負
担
分
）
 

臨
時
財
政
対
策
債
除
く
地

方
債
残
高
 

臨
時
財
政
対
策
債
 

（
年
度
）
 

【
地

方
の

借
入

金
残

高
の

推
移

】
 

（
兆

円
）
 



そ
の

他
②

（
P

P
P

/P
F

I・
改
革
目
標
の

設
定
に
つ
い
て
）

 

１
１

 

＜
改
革
目

標
の
設
定

に
つ

い
て

＞
 

○
Ｐ

Ｐ
Ｐ

／
Ｐ

Ｆ
Ｉの

推
進

に
当

た
っ

て
は

、
以

下
の

点
に

留
意

が
必

要
 

 ・
 

イ
ギ

リ
ス

で
導

入
さ

れ
て

い
た

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

・
テ

ス
テ

ィ
ン

グ
は

、
 

 
 

 
作

業
量

が
多

い
こ

と
な

ど
に

よ
り

３
年

で
廃

止
さ

れ
た

こ
と

も
あ

り
、

官
民

 
 

 
双

方
の

作
業

負
担

が
少

な
い

仕
組

み
を

構
築

す
る

必
要

が
あ

る
こ

と
 

・
 

Ｐ
Ｆ

Ｉに
限

ら
ず

指
定

管
理

者
制

度
や

包
括

的
管

理
委

託
な

ど
様

々
な

 
 

手
法

の
中

か
ら

最
も

効
果

的
・
効

率
的

な
手

法
を

選
択

し
て

、
財

政
負

担

の
軽

減
に

努
め

て
い

く
こ

と
が

適
当

で
あ

る
こ

と
 

 ・
 

地
方

自
治

体
ご

と
に

事
業

の
規

模
、

採
算

性
が

異
な

る
こ

と
 

 ・
 

公
共

投
資

や
公

共
施

設
等

の
性

質
か

ら
み

て
Ｐ

Ｐ
Ｐ

／
Ｐ

Ｆ
Ｉに

必
ず

し
も

 
な

じ
ま

な
い

も
の

が
あ

る
こ

と
 

○
経

済
・
財

政
一

体
改

革
の

実
現

に
向

け
て

、
実

現
す

べ
き

明
確

な
成

果
 

 指
標

（
Ｋ

Ｐ
Ｉ）

を
具

体
化

し
、

進
捗

状
況

を
見

え
る

化
し

て
い

く
こ

と
は

重
要

 

○
そ

の
際

、
成

果
指
標
を

ど
の
よ

う
に

設
定

す
る

か
に
つ
い

て
は

、
様
々

 
な
観
点
か
ら
十
分
な
検
討
が
必
要
 

○
 例

え
ば

、
財

政
力

指
数

は
標

準
的

な
歳

出
と

地
方

税
収

の
動

向
に

 
 

よ
っ

て
決

ま
る

も
の

で
あ

り
、

地
方

の
歳

出
は

そ
の

大
半

が
法

令
等

に
よ

り
 

 

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
経

費
や

国
の

補
助

事
業

で
あ

る
こ

と
等

か
ら

、
 

 

成
果

指
標

と
し

て
ふ

さ
わ

し
い

か
ど

う
か

検
討

が
必

要
で

あ
り

、
そ

の
際

 

将
来

に
わ

た
る

国
の

歳
出

や
歳

入
の

動
向

を
明

ら
か

に
で

き
る

か
否

か
の

検
討

も
必

要
 

＜
Ｐ

Ｐ
Ｐ

/Ｐ
Ｆ
Ｉ

に
つ

い
て

＞
 

基
準

財
政

収
入

額
 

基
準

財
政

需
要

額
 

＜
参

考
・
財
政
力
指
数

＞
 

（
３
ヶ
年
度
平
均
）
 

○
 例

え
ば

、
Ｐ

Ｐ
Ｐ

／
Ｐ

Ｆ
Ｉの

導
入

に
当

た
っ

て
は

、
左

の
よ

う
な

点
を

十
分

 
に

検
討

す
る

こ
と

が
必

要
 



そ
の

他
③
（
行
政
コ
ス
ト
の

比
較
を
通
じ
た
行
財
政
改
革
に
つ
い
て
）

 

○
行

政
コ

ス
ト

比
較

を
通

じ
て

行
政

効
率

を
見

え
る

化
し

、
地

方
自

治
体

の
行

財
政

改
革

を
促

し
て

い
く
こ

と
は

重
要

 
○

そ
の

際
、

行
政

コ
ス

ト
を

ど
の

よ
う

な
指

標
や

分
類

に
よ

り
比

較
す

る
か

に
つ

い
て

は
十

分
な

検
討

が
必

要
 

１
２

 

一
人

当
た

り
 

一
般

財
源

総
額

 
（
万

円
）
 

人
口

 
高

齢
化

率
 

2
0
1
2
年

 
（
万

人
）
 

2
0
0
7
⇒

2
0
1
2
 

伸
率

（
％

）
 

2
0
1
2
年

 
（
％

）
 

上
位

５
団

体
 

平
均

 
６

３
 

７
８

 
▲

 
３

.９
 

２
９

.２
 

下
位

５
団

体
 

平
均

 
３

４
 

７
７

５
 

１
.１

 
２

２
.４

 

【
一

人
当

た
り

一
般

財
源

総
額

上
位

・
下

位
５

団
体

の
各

種
指

標
平

均
】
 

※
 

総
務

省
地

域
別

統
計

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

よ
り

作
成

。
税

収
、

交
付

税
額

と
も

に
、

都
道

府
県

分
と

所
在

都
道

府
県

別
市

町
村

分
の

合
計

を
県

民
一

人
当

た
り

で
計

算
（
決

算
ベ

ー
ス

）
 

※
 

地
方

交
付

税
は

普
通

交
付

税
と

特
別

交
付

税
の

合
計

。
「
地

方
税

収
等

」
は

地
方

税
収

と
地

方
譲

与
税

の
合

計
。

東
北

被
災

３
県

を
除

く
。

 

一
人

当
た

り
一

般
財

源
額

と
地

方
交

付
税

額
 

※
 

２
０

１
２

年
に

お
け

る
上

位
５

団
体

と
下

位
５

団
体

の
数

値
で

あ
る

。
 

・
 

一
人

当
た

り
一

般
財

源
額

上
位

の
団

体
は

、
下

位
の

団
体

と
比

べ
、

人
口

が

少
な

く
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

リ
ー

マ
ン

シ
ョ

ッ
ク

前
後

の
２

０
０

７
年

か
ら

２
０

１
２

年
に

か
け

て
、

一
人

当
た

り
一

般
財

源
額

の
上

位
団

体
の

人
口

の
伸

率
は

、

下
位

団
体

の
数

値
を

下
回

っ
て

お
り

、
人

口
規

模
の

差
が

更
に

拡
大

し
て

い
る

。
 

・
 

一
人

当
た

り
一

般
財

源
額

上
位

の
団

体
は

、
下

位
の

団
体

と
比

べ
、

高
齢

化

率
が

高
く
な

っ
て

い
る

。
 

平
成

２
７

年
５

月
１

９
日

経
済

財
政

諮
問

会
議

民
間

議
員

提
出

資
料

（
抜

粋
）

 



参
 
考

 
資

 
料

 
 



県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

本
庁

舎
の

夜
間

警
備

案
内

・
受

付

電
話

交
換

公
用

車
運

転

民
間

委
託

○
○

県
（
市

町
村

分
）

直
営

の
み

○ ○

総
務

関
係

事
務

学
校

用
務

員
　

～
～

～
～

～
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
作

成
・
運

営
調

査
・
集

計

し
尿

収
集

一
般

ゴ
ミ

収
集

学
校

給
食

（
調

理
）

学
校

給
食

（
運

搬
）

案
内

・
受

付
　

～
～

～
～

～
電

話
交

換
公

用
車

運
転

今
後

の
対

応
方

針

本
庁

舎
の

夜
間

警
備

○
○

県
（
◆

◆
市

）

民
間

委
託

比
較

可
能

な
形

で
の

公
表

 
見

え
る

化
の

実
施

 

 
各

団
体

の
取

組
に

つ
い

て
、

統
一

し
た

様
式

で
、

見
え

る
化

を
実

施
 

 ＜
公

表
項

目
＞

 
 

民
間

委
託

の
実

施
状

況
、

指
定

管
理

者
制

度
の

導
入

状
況

（
施

設
区

分
別

）
、

ク
ラ

ウ
ド

化
の

実
施

状
況

 
 

 
 

 
 

等
 

＜
様

式
例

＞
 

 
各

団
体

の
取

組
に

つ
い

て
、

比
較

可
能

な
形

で
公

表
 

 ＜
比

較
項

目
＞

 
 

民
間

委
託

、
指

定
管

理
者

、
ク

ラ
ウ

ド
化

 
 

等
 

 
→

 
都

道
府

県
間

・
指

定
都

市
間

の
比

較
、

各
都

道
府

県
内

 
 

 
の

市
町

村
の

取
組

割
合

と
全

国
平

均
の

比
較

 
 

 
等

 

＜
公

表
例

＞
 

・ ・ ・ 

県
内

市
町

村
の

取
組

割
合

と
、

全
国

平
均

を
比

較
 

県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

県
内

市
町

村
（
○

％
）

全
国

平
均

（
●

％
）

体
育

館

図
書

館

博
物

館
（
美

術
館

、

科
学

館
、

歴
史

館
、

動
物

園
等

）

公
民

館
、

市
民

会
館

指
定

管
理

者
制

度

・ ・ ・ 

直
営

の
み

の
場

合
、

今
後

の
対

応
方

針
を

検
討

し
記

載
 

5
5

1
0
0
.0

%
3

2
6
6
.7

%

0
0

－
公

民
館

、
市

民
会

館

～
～

～
～

～
博

物
館

（
美

術
館

、
科

学
館

、
歴

史
館

、
動

物
園

等
）

6
4

6
6
.7

%
～

～
～

～
～

施
設

数
指

定
管

理
者

導
入

済
み

件
数

導
入

率
導

入
に

対
す

る
考

え
方

体
育

館
図

書
館

指
定

管
理

者
制

度

・ ・ ・

未
導

入
施

設
が

あ
る

場
合

、
導

入
に

対
す

る
考

え
方

を
記

載
 

地
方
自
治
体
の

業
務
化
の

取
組
状
況
の

見
え
る
化
の

実
施

 

１
４

 



ク
ラ

ウ
ド

化
団

体
全

体
平

均
値

：
60

．
8%

（
1,

06
0団

体
/1

,7
42

団
体

中
）

 

(複
数

団
体

で
の

ク
ラ

ウ
ド

化
) 

(単
独

団
体

で
の

ク
ラ

ウ
ド

化
) 

都
道

府
県
別
次
期
シ
ス
テ
ム
の

ク
ラ
ウ
ド
化
の

見
込
み

 
平

成
26

年
4月

現
在

 
 

１
５

 



 ・
 

過
去

に
建

設
さ

れ
た

公
共

施
設

等
が

こ
れ

か
ら

大
量

に
更

新
時

期
を

迎
え

る
 

 
一

方
で

、
地

方
自

治
体

の
財

政
は

依
然

と
し

て
厳

し
い

状
況

に
あ

る
。

 
・
 

人
口

減
少

等
に

よ
り

今
後

の
公

共
施

設
等

の
利

用
需

要
が

変
化

し
て

い
く
。

 
・
 

市
町

村
合

併
後

の
施

設
全

体
の

最
適

化
を

図
る

必
要

性
が

あ
る

。
 

「
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

」
の

策
定

 
（
平

成
２

６
年

４
月

２
２

日
総

務
大

臣
通

知
に

よ
り

策
定

要
請

）
 

※
平

成
2
6
～

2
8
年

度
の

３
年

間
で

策
定

 
 

 
各

地
方

自
治

体
が

、
公

共
施

設
等

の
全

体
を

把
握

し
、

長
期

的
視

点
に

立
っ

て
公

共
施

設
等

の
総

合
的

か
つ

計
画

的
な

管
理

を
行

う
た

め
、

「公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
」
の

策
定

が
必

要
。

 

背
景

 

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
促
進

 

【
取

組
の

推
進

イ
メ

ー
ジ

】
 

公
共

施
設

等
の

管
理

 

ま
ち

づ
く
り

 
国

土
強

靱
化

 
○

 P
P

P
/
P

F
Iの

活
用

 
○

 将
来

の
ま

ち
づ

く
り

を
見

据
え

た
検

討
 

○
 議

会
・
住

民
と

の
情

報
及

び
現

状
認

識
の

共
有

 

○
 長

期
的

視
点

に
立

っ
た

老
朽

化
対

策
 

○
 適

切
な

維
持

管
理

・
修

繕
の

実
施

 
○

 ト
ー

タ
ル

コ
ス

ト
の

縮
減

・
平

準
化

 
○

 計
画

の
不

断
の

見
直

し
・
充

実
 

○
 計

画
的

な
点

検
・
診

断
 

○
 修

繕
・
更

新
の

履
歴

の
集

積
・
蓄

積
 

○
 公

共
施

設
等

の
安

全
性

の
確

保
 

○
 耐

震
化

の
推

進
 

＜
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
内

容
＞

 
 １

．
所

有
施

設
等

の
現

状
 

・
公

共
施

設
等

の
現

況
及

び
将

来
の

見
通

し
 

・
総

人
口

や
年

代
別

人
口

に
つ

い
て

の
今

後
の

見
通

し
 

・
公

共
施

設
等

の
維

持
管

理
・更

新
等

に
係

る
中

長
期

的
な

経
費

や
 

  こ
れ

ら
の

経
費

に
充

当
可

能
な

財
源

の
見

込
み

 
 ２

．
施

設
全

体
の

管
理

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

 
・
計

画
期

間
 ：

 １
０

年
以

上
 

・
全

て
の

公
共

施
設

等
を

対
象

。
情

報
の

管
理

・集
約

部
署

を
定

め
る

。
 

・
現

状
分

析
を

踏
ま

え
、

今
後

の
公

共
施

設
等

の
管

理
に

関
す

る
基

本
的

な
方

針
を

記
載

。
 

・
計

画
の

進
捗

状
況

等
に

応
じ

、
順

次
計

画
を

バ
ー

ジ
ョ

ン
ア

ッ
プ

。
今

後

は
、

管
理

に
関

す
る

基
礎

情
報

と
し

て
固

定
資

産
台

帳
を

活
用

。
 

 ・
 

平
成

２
７

年
４

月
１

日
現

在
の

調
査

に
よ

れ
ば

、
す

べ
て

の
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

市
町

村
に

お
い

て
、

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
を

 
 

策
定

予
定

。
 

・
 

平
成

２
８

年
度

ま
で

に
、

都
道

府
県

及
び

指
定

都
市

は
全

団
体

、
市

町
村

に
お

い
て

も
９

８
．

４
％

の
団

体
に

お
い

て
、

公
共

施
設

等
総

合
管

理
 

 
計

画
の

策
定

が
完

了
す

る
予

定
。

 

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
の

策
定

状
況

 

１
６

 



現
 

状
 

今
 

後
 


地

方
自

治
体

に
お

け
る

財
務

書
類

等
の

作
成

に
係

る
統

一
的

な
基

準
を

設
定

す
る

こ
と

で
、

①
発

生
主

義
・
複

式
簿

記
の

導
入

、
 

 
 ②

固
定

資
産

台
帳

の
整

備
、

③
比

較
可

能
性

の
確

保
 を

促
進

す
る

。
 

 
 

原
則

と
し

て
平

成
２

７
年

度
か

ら
平

成
２

９
年

度
ま

で
の

３
年

間
で

、
固

定
資

産
台

帳
も

含
め

た
統

一
的

な
基

準
に

よ
る

地
方

公
会

計
を

 
  
  
整

備
す

る
よ

う
、

全
て

の
地

方
自

治
体

に
対

し
て

平
成

２
７

年
１

月
に

総
務

大
臣

通
知

に
よ

り
要

請
。

 

 
基

準
モ

デ
ル

や
総

務
省

方
式

改
訂

モ
デ

ル
、

そ
の

他
の

方
式

（
東

京
都

方
式

等
）
と

い
っ

た
複

数
の

方
式

が
存

在
 

 
統

一
的

な
基

準
に

よ
る

財
務

書
類

等
に

よ
っ

て
団

体
間

で
の

比
較

可
能

性
を

確
保

 

③
比

較
可

能
性

 
の

確
保

 

 
総

務
省

方
式

改
訂

モ
デ

ル
で

は
決

算
統

計
デ

ー
タ

を
 

活
用

し
て

財
務

書
類

を
作

成
 

 
発

生
の

都
度

又
は

期
末

一
括

で
複

式
仕

訳
 

 
（
決

算
統

計
デ

ー
タ

の
活

用
か

ら
の

脱
却

）
 

①
発

生
主

義
・

 
複

式
簿

記
 

の
導

入
 

 
総

務
省

方
式

改
訂

モ
デ

ル
で

は
固

定
資

産
台

帳
の

 
整

備
が

必
ず

し
も

前
提

と
さ

れ
て

い
な

い
 

 
固

定
資

産
台

帳
の

整
備

を
前

提
と

す
る

こ
と

で
公

共
施

設
等

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
に

も
活

用
可

能
 

②
ＩＣ

Ｔ
を

活
用

し
た

 
固

定
資

産
台

帳
の

 
整

備
 

統 一 的 な 基 準 の 設 定 

公
民

館
Ａ

 
公

民
館

Ｂ
 

公
民

館
Ｃ

 

人
件

費
 

退
職

手
当

引
当

金
 

減
価

償
却

費
 

・
 

・
 

・
 

１
，

８
６

０
万

円
 

１
９

０
万

円
 

９
５

０
万

円
 

・
 

・
 

・
 

１
，

２
２

０
万

円
 

１
２

０
万

円
 

６
１

０
万

円
 

・
 

・
 

・
 

１
，

９
１

０
万

円
 

１
９

０
万

円
 

７
９

０
万

円
 

・
 

・
 

・
 

利
用

者
１

人
 

当
た

り
コ

ス
ト

 
１

，
６

６
０

円
 

１
，

４
０

０
円

 
２

，
２

９
０

円
 

 
施

設
別

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

を
作

成
す

る
こ

と
で

、
退

職
手

当
引

当
金

や
減

価
償

却
費

も
含

め
た

ト
ー

タ
ル

コ
ス

ト
に

よ
る

セ
グ

メ
ン

ト
分

析
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

公
共

施
設
等

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
例
 

  
当

該
セ

グ
メ

ン
ト

分
析

の
結

果
を

施
設

の
統

廃
合

や
適

正
配

置
の

議
論

に
活

用
す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

 

概
  
要

 

効
  
果

  

固
定
資
産

台
帳
を
含
む
地
方
公
会
計
の
整
備
促
進
に
つ
い
て

 

施
設

別
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
 

１
７
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